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はじめに 

 

国、地方公共団体、原子力事業者等が参加し、原子力災害発生時の対応体制を検証する

ため、令和７年１１月２８日（金）、２９日（土）及び３０日（日）に四国電力株式会社 伊

方発電所を対象とし、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号。以下「原

災法」という。）第１３条第１項に基づく計画により、原子力総合防災訓練を実施した。 

原子力総合防災訓練は、内閣府政策統括官（原子力防災担当）が作成し、令和７年１０

月１５日に原子力規制委員会より適当との意見聴取結果を受けた訓練計画（第１節に概要

を記載）に基づき、「伊方地域の緊急時対応」や地域防災計画等の検証等を目的として、内

閣総理大臣をはじめとする関係閣僚、指定行政機関、指定公共機関、地方公共団体、原子

力事業者等の参加の下で行い、原子力災害発生時の対応体制を検証した。 

訓練後には、訓練参加者の自己評価、外部専門家及び評価員による外部評価の結果から

課題等を抽出し、今後の各種計画・マニュアル等の見直し等に活かすこととした。 

この「実施成果報告書」では、 

・ 第１節において、原子力総合防災訓練の概要（目的、実施時期、対象事業所、実施

場所等、参加機関、原子力総合防災訓練までの段階的訓練、訓練の継続的改善） 

・ 第２節において、原子力総合防災訓練の評価要領等（評価目的、評価の進め方） 

・ 第３節において、原子力総合防災訓練の評価結果（重点訓練項目、訓練実施項目、

訓練方法）、外部専門家の提言等 

を取りまとめた。 

また、「関連資料」では、 

・ 報告書の本文の参考となる図、表、訓練で使用した資料及び写真 

を取りまとめた。 

さらに、「訓練参加者アンケート集計結果」では、 

・ アンケートの実施概要、目的、内容、結果及び分析（訓練参加者の属性、訓練にお

ける活動、自由記述） 

を取りまとめた。 
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第１節 令和７年度原子力総合防災訓練の概要 

 

本年度の原子力総合防災訓練の目的、実施時期、対象事業所、実施場所等、参加機関、

訓練の概要等及び特記事項は、以下のとおり。（資料１、２参照） 

 

１ 目 的 

原子力総合防災訓練は、原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的とし

て原災法に基づき、原子力緊急事態を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等

が合同で実施する訓練である。 

令和７年度の原子力総合防災訓練は、以下を訓練目的として実施した。 

ⅰ） 国、地方公共団体及び原子力事業者における防災体制や関係機関における協力

体制の実効性の確認 

ⅱ） 原子力緊急事態における中央と現地の体制やマニュアルに定められた手順の確

認 

ⅲ） 「伊方地域の緊急時対応」や地域防災計画等の検証 

ⅳ） 訓練結果を踏まえた教訓事項の抽出 

ⅴ） 原子力災害対策に係る要員の技能の習熟及び原子力防災に関する住民理解の促

進 

 

２ 実施時期 

令和７年１１月２８日（金）１４：００～１８：１５ 

２９日（土） ８：３０～１６：００ 

３０日（日） ８：３０～１５：００（資料３、４参照） 

 

３ 訓練の対象となる事業所 

四国電力株式会社 伊方発電所 

 

４ 実施場所等 

首相官邸（以下「官邸」という。）、内閣府本府、原子力規制庁緊急時対応センター

（以下「ＥＲＣ」という。）、愛媛県オフサイトセンター、愛媛県庁、松山市役所、今

治市役所、宇和島市役所、八幡浜市役所、新居浜市役所、西条市役所、大洲市役所、

伊予市役所、四国中央市役所、西予市役所、東温市役所、上島町役場、久万高原町役

場、松前町役場、砥部町役場、内子町役場、伊方町役場、松野町役場、鬼北町役場、愛

南町役場、山口県庁、上関町役場、広島県庁、徳島県庁、香川県庁、高知県庁、四国電

力株式会社本社、伊方発電所 等（資料５参照） 

 

５ 参加機関 

５．１ 指定行政機関等 

内閣官房、内閣法制局、内閣府、国家公安委員会、警察庁、消費者庁、こども家庭

庁、デジタル庁、復興庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省、気象庁、海

上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省 
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５．２ 指定地方行政機関等 

総務省四国総合通信局、厚生労働省愛媛労働局、国土交通省四国地方整備局、国

土交通省四国運輸局、国土交通省大阪航空局（松山空港事務所）、気象庁大阪管区気

象台（松山地方気象台）、海上保安庁第六管区海上保安本部（松山海上保安部、宇和

島海上保安部）、海上保安庁第七管区海上保安部（大分海上保安部）、陸上自衛隊（陸

上総隊、中部方面隊、自衛隊愛媛地方協力本部、第１４旅団等）、海上自衛隊（自衛

艦隊、呉地方隊）、航空自衛隊（航空総隊、西部航空方面隊、航空支援集団等） 等 

 

５．３ 地方公共団体等 

愛媛県、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予

市、四国中央市、西予市、東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、

伊方町、松野町、鬼北町、愛南町、山口県、上関町、大分県、由布市、広島県、徳島

県、香川県、高知県、愛媛県警察本部、八幡浜警察署、大洲警察署、西予警察署、伊

予警察署、宇和島警察署、埼玉県警察、警視庁、八幡浜地区施設事務組合消防本部、

大洲地区広域消防事務組合消防本部、宇和島地区広域事務組合消防本部、西予市消

防本部、伊予消防等事務組合消防本部、伊方町消防団、八幡浜市消防団、大洲市消

防団、宇和島市消防団、西予市消防団、南予水道企業団 等 

 

５．４ 指定公共機関等 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構、日本赤十字社愛媛県支部、日本赤十字社大分県支部、日本放送協会松山

放送局、日本原子力発電株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ソ

フトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 等 

 

５．５ 指定地方公共機関等 

一般社団法人愛媛県医師会、一般社団法人愛媛県薬剤師会、公益社団法人愛媛県

看護協会、南海放送株式会社、株式会社テレビ愛媛、株式会社あいテレビ、株式会

社愛媛朝日テレビ、株式会社エフエム愛媛、一般財団法人八西ＣＡＴＶ、国道九四

フェリー株式会社、一般社団法人愛媛県バス協会、一般社団法人大分県バス協会、

一般社団法人愛媛県トラック協会、愛媛県旅客船協会 等 

 

５．６ 原子力事業者 

四国電力株式会社 

 

５．７ その他 

市立八幡浜総合病院、市立大洲病院、広島大学、愛媛県立中央病院、愛媛大学医

学部附属病院、松山赤十字病院、ＪＣＨＯ宇和島病院、市立西予市民病院、市立宇

和島病院、一般社団法人愛媛県建設業協会、公益社団法人愛媛県診療放射線技師会、

公益社団法人大分県診療放射線技師会、一般社団法人愛媛県災害リハビリテーショ

ン支援協会、公益財団法人愛媛県国際交流協会、公益財団法人原子力安全研究協会、

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 等 
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５．８ 訓練参加数 

参加機関     １２７機関 

参加人数   約１９，９７３人※ （うち、約１７，６２７人の住民が参加） 

［内訳］ 指定行政機関等 ２５機関 約６３６人    

 指定地方行政機関等 １１機関 約６６人    

 地方公共団体等 ４８機関 約１，１９５人    

 指定公共機関等 １０機関 約４２人    

 指定地方公共機関等 １６機関 約１２４人    

 原子力事業者 １機関 約１４３人    

 その他関係機関 １６機関 約１３５人    

 避難・一時移転等参加住民数 約１７，６２７人    

※ 参加登録等集計値   

 

６ 訓練の概要 

６．１ 訓練シナリオ 

６．１．１ 事故想定 

・ 伊方発電所３号機において全面緊急事態に至る事象を想定 

・ 発災前の設定 

１～２号機：廃止措置中 ３号機：定格熱出力一定運転中 

・ 愛媛県伊方町沖の「中央構造線断層帯」を震源とした地震の発生により、運

転中の伊方発電所３号機の原子炉が自動停止する。さらには、３号機におい

て設備の故障が重なり、施設敷地緊急事態、全面緊急事態に至る。 

なお、原子力総合防災訓練は、万が一の原子力発電所の事故を想定した訓練

であり、あえて設計基準対象施設及び重大事故等対処設備等が故障等により

機能せず、全面緊急事態に至る事故が発生することを想定して行うこととし、

伊方発電所３号機において、全面緊急事態に至る事象を想定した。 

訓練２日目以降に行う放射性物質放出後の対応訓練については、モニタリン

グデータ等の状況付与に基づき行うこととし、放射性物質放出に至る事故シ

ナリオは設定しない。 

 

６．１．２ 訓練時間の制約と効果的訓練の吻合 

訓練時間の制約をできるだけ克服し、訓練効果を上げるため、訓練２日目にお

いて、訓練時間のスキップ（訓練日時の早送り）を２回行った。この際、訓練参

加者の混乱を局限するため、特に２回目のスキップに際しては、訓練の中断（休

憩）と訓練統制部からの状況説明後に訓練を再開することとし、意思決定訓練の

中で、原子力災害対策重点区域のうち、緊急防護措置を準備する区域（以下「Ｕ

ＰＺ」という。）住民の一時移転の検討プロセス（一時移転対象区域の検討及び対

象区域の住民防護措置に係る検討等）に特化した訓練に臨むこととした。（資料４

参照） 

なお、実動を伴う住民避難訓練については、要素訓練として、意思決定訓練の

訓練時程とは切り離して個別に実施した。 
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６．２ 訓練の重点項目 

原子力事業所周辺における地震等の自然災害と原子力災害の複合災害の発生を想

定し、事態の進展に応じて、初動対応に係る訓練から全面緊急事態を受けた実動訓

練まで、以下に示す３項目を重点項目として実施した。（資料３参照） 

 

項目１：迅速な初動体制の確立 

国、地方公共団体及び原子力事業者において、それぞれの初動体制の確立に向け、

要員の参集及び現状把握を行い、統合原子力防災ネットワークシステム（以下「統

原防」という。）のテレビ会議システム（以下「ＴＶ会議」という。）等を活用し、関

係機関相互の情報共有を図る。また、緊急輸送関係省庁又は民間輸送機関により、

内閣府副大臣（原子力防災担当）、国の職員及び専門家を緊急事態応急対策等拠点施

設（以下「ＯＦＣ」という。）、四国電力株式会社原子力施設事態即応センター（以

下「即応センター」という。）等に派遣する。 

 

項目２：中央と現地組織の連携による防護措置の実施等に係る意思決定 

官邸、内閣府本府、ＥＲＣ、ＯＦＣ、原子力利用省庁執務室、愛媛県庁等の各拠

点において、緊急時の対応体制を確立する。中央において原子力災害に係る本部会

議を開催するとともに、現地組織と連携した情報共有、意思決定、指示・調整を一

元的に行う。併せて、防護措置の実施等に関する意思決定を行い、決定した内容に

ついて対象となる地方公共団体への指示等を実施する。 

 

項目３：住民避難、屋内退避等 

ⅰ） 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態を受けて、民間輸送機関等の支援を受け

つつ、予防的防護措置を準備する区域（以下「ＰＡＺ」という。）及び予防避

難エリア※内の住民の避難を行う。また、ＵＰＺ内の住民について屋内退避を

実施するとともに、屋内退避の意義等の理解促進を図る。 

※ ＰＡＺ以西の佐田岬半島地域はＵＰＺに含まれるが、愛媛県では放射性物質の放出

等により陸路での避難が困難になる場合を考慮し、ＰＡＺに準じた避難等の防護措

置を準備する「予防避難エリア」として定めている。 

ⅱ） 緊急時モニタリング実施計画に基づき、緊急時モニタリングを実施する。 

ⅲ） 放射性物質の放出を想定し、運用上の介入レベル（以下「ＯＩＬ」という。）

の基準に基づき、ＯＩＬ２※の基準を超過したことに伴い、ＵＰＺ内の一部地

域の住民について、一時移転対象地域の検討、安定ヨウ素剤の緊急配布、県

内外避難所への一時移転、避難退域時検査等を実施する。 

※ 地表面からの放射線、再浮遊した放射性物質の吸入、不注意な経口摂取による被ば

く影響を防止するため、地域生産物の摂取を制限するとともに、住民等を１週間程

度内に一時移転させるための基準 

ⅳ） 住民避難や屋内退避等の防護措置を円滑に行うため、実動組織や関係機関と

連携し、複合災害時に必要となる災害対応を実施する。 
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６．３ 訓練のポイント 

本年度の原子力総合防災訓練の実施に当たっては、訓練目的の達成を目指す中で、

特に以下の３項目について着目し、訓練計画に含めて実施して成果を得た。 

（資料１参照） 

ⅰ） 自衛隊等の実動組織の協力のもと、ヘリコプター・船舶等のあらゆる手段を

活用した県内外への広域的な住民避難の実効性の確認 

ⅱ） 能登半島地震の事例を踏まえ、南海トラフ地震等に資する複合災害時の対応

を検証 

ⅲ） 避難住民の受入業務の円滑化や無人航空機を活用した被害状況確認、航空機

モニタリング等を実施 

 

７ 原子力総合防災訓練までの段階的訓練 

原子力総合防災訓練の実施に当たっては、より効果的な成果が得られるよう、事前

に計７回に及ぶ訓練等を段階的に実施した。初めに、官邸、内閣府及びＥＲＣの立ち

上げや機材の取扱いに係る基礎的訓練を行って要員個人の能力向上を図り、次に、各

機能班及び各拠点が組織的活動を行って活動要領や連携要領を確認するための訓練を

積み重ねた。これらの訓練を通じて、要員個人の能力を磨きながら組織的活動要領の

習熟を図るとともに、各事態における防護措置や指示文・公示文等の各種案文、実災

害時において避難等の意思決定を図るために必要となる基礎資料の充実を図った。 

 

８ 訓練の継続的改善 

原子力総合防災訓練の実施に当たっては、あらかじめ定めた目的・目標が達成でき

るよう訓練を段階的に積み上げるとともに、個々の訓練項目・内容ごとに充実や高度

化を進めることにより、その継続的な改善を図っている。（資料６、７参照） 
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第２節 令和７年度原子力総合防災訓練の評価要領等 

 

本年度の原子力総合防災訓練の 

・ 評価目的 

・ 評価の進め方（評価種別・方法、評価体制、評価要領、評価に当たり重視した活動、

評価の視点、事後検討会の実施及び評価結果の整理） 

は、以下のとおり。 

 

１ 評価目的 

令和７年度原子力総合防災訓練を通し、国、地方公共団体、原子力事業者等が事態

の進展に応じて行う応急対策業務に係る活動状況を評価することにより、防災体制及

び関係機関の協力体制の確認、避難計画の検証及び改善に活かすことを目的とする。 

 

２ 評価の進め方 

２．１ 評価種別・方法 

自己評価及び外部評価により、訓練対象（計画、リソース、個人能力、組織能力）

の評価及び訓練方法（訓練内容、訓練方式等）の評価を実施した。（資料８参照） 

 

ⅰ） 自己評価 

自己評価として各拠点等での訓練参加者による振り返り及び個人アンケートを

行い、訓練における良好点及び改善点を抽出した。 

 

ⅱ） 外部評価 

外部評価は、原子力防災専門官、上席放射線防災専門官及び委託評価員をもっ

て、中央及び現地の各拠点等、発電所及び一部の実動訓練における活動の評価チ

ェックシートによるチェック及び活動記録（観察による気づきを時系列で記載）

に基づく評価シートの作成により実施した。また同時に、専門性に立脚した指摘

と評価結果の妥当性及び公平性の確保を目的として、中央、現地の各拠点等及び

発電所において、外部専門家による、それぞれの視点に基づく評価を実施した。

（資料９参照） 

 

２．２ 評価体制 

評価体制は、評価総括責任者を内閣府政策統括官（原子力防災担当）として、各

拠点等に原子力防災専門官、上席放射線防災専門官、委託評価員及び外部専門家を

配置することにより構築した。 

 

２．３ 評価要領 

訓練計画の目的（第１節１参照）を踏まえ、訓練計画に記載された３つの「訓練

重点項目」（第１節６．２参照）及び２５の「訓練項目」（資料６参照）について適

切に評価を行い、課題を抽出するため、 

・ 訓練参加者が、訓練重点項目及び訓練項目ごとに、記載された訓練内容そのも

のを達成したかどうかの結果を評価する「実績評価」と、 

・ 訓練参加者が、訓練重点項目及び訓練項目について、原子力災害対策マニュア
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ル等に記載された手順どおりに、一定時間内に実施できたか等の経過を評価す

る「プロセス評価」を行うとともに、「総合評価」として、 

・ 訓練参加者の訓練活動の前提となる成立要件である計画・マニュアル等、リソ

ース（要員・資機材等）、個人能力及び組織能力に着目して、実績やプロセスが

適切・不適切であったかの要因分析を行い、教訓の抽出・整理を行う「訓練対

象の評価」と、 

・ 訓練の充実・高度化に着目して、訓練方式や訓練内容（シナリオ、状況付与等）

を分析し、教訓を抽出・整理する「訓練方法の評価」を行った。（資料１０～１

２参照） 

これらの評価手法の要領は、以下のとおりである。 

 

ⅰ） 実績評価 

訓練計画の２５の「訓練項目」ごとに「訓練目標」を設定し、その達成度を評

価した。具体的には、訓練目標に応じて設定した主要活動項目※に係る活動を訓練

参加者が実施した結果を評価した。（資料６参照） 

※ 主要活動項目：訓練対象者が訓練中に実施する主要な活動項目であり、訓練の実施状

況の把握、その結果の検証を的確に行うため、訓練目標ごとに設定し

た指標 

 

ⅱ） プロセス評価 

訓練参加者の活動手順や経過を評価した。具体的には、訓練において実施した

活動が定められた手順どおりに実施できた否か、必要な検討を行った上で行動を

決定できた否か、一定時間内に実施することができたか否か等を評価した。この

ため、それぞれの活動検証要素※１を実施したか否か、一定時間内に実施したか等

を評価基準※２とした。 

※１ 活動検証要素：主要活動項目ごとに、訓練対象者の活動として検証すべき要素 

※２ 評価基準：主要活動項目ごとの実績目標の到達度を評価するため、活動検証要素ご

とに具体的な基準を定めたもの。評価者は、この評価基準を基に訓練の

評価（プロセス評価）を行った。 

 

ⅲ） 総合評価 

・ 訓練対象の評価 

訓練参加者の活動の実績及びプロセスの評価に際しては、訓練参加者の訓練

中の行動の正否のみならず、その活動の成立要件となる計画（計画・マニュア

ル等）、リソース（要員・資機材等）、個人能力（技術、意識・理解等）及び組織

能力（情報管理、意思決定、指揮統制、連携等）に着目して、実績やプロセスが

不適切であった要因を分析することにより教訓の抽出を行った。 

・ 訓練方法の評価 

原子力防災の継続的改善を進めるためには、実践的な訓練により抽出された

教訓に基づき、地域防災計画・避難計画や緊急時の対応体制、関係マニュアル

等の改善のほか、訓練方法の評価も行い、訓練の効果を高めることが重要であ

ることから、訓練の充実・高度化に着目して、訓練方法の評価も行った。 

具体的には、訓練の目的を踏まえ、訓練実施項目に応じた訓練内容、訓練方
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式であったかどうかや、訓練目的に沿ったシナリオ・状況付与であったかどう

かについて確認し、教訓の抽出・整理を行った。 

 

２．４ 評価に当たり重視した活動 

評価に当たっては、各拠点における防護措置の策定や意思決定に重要となる情報

の収集・要領、調整・連携要領について、特に以下の活動を重視して評価を実施し

た。 

 

ⅰ） 迅速な初動体制の確立 

・ 各拠点における要員の迅速な参集 

・ 関係機関相互の情報共有 

・ 国の職員等の現地への派遣 

 

ⅱ） 中央と現地組織の連携による防護措置の実施等に係る意思決定 

・ 各拠点における緊急時の対応体制の確立 

・ 自然災害及び原子力災害に係る両本部の合同会議の開催 

・ 中央と現地組織との情報共有、意思決定、指示・調整の一元的実行 

・ 防護措置の実施等に関する意思決定及び地方公共団体への指示等の実施 

 

ⅲ） 住民避難、屋内退避等 

・ ＰＡＺ及び予防避難エリア内の住民（施設敷地緊急事態要避難者含む。）の避

難及びＵＰＺ内住民の屋内退避の実施 

・ 緊急時モニタリング計画に基づく緊急時モニタリングの実施 

・ ＵＰＺ内一部住民の一時移転の検討プロセス（一時移転対象区域の検討及び

対象区域の住民防護措置に係る検討等）に特化した意思決定訓練の実施 

・ ＵＰＺ内住民への安定ヨウ素剤緊急配布、一時移転及び避難退域時検査等の

実施 

 

２．５ 評価の視点 

２．４に示したような、評価に当たり重視した、各事態における体制の確立、防

護措置に係る意思決定とその実施等の活動について、官邸及び内閣府、ＥＲＣ、Ｏ

ＦＣ、県災害対策本部等の運営や各機能班の連携等の評価を行うに当たっては、以

下のとおり、適時性・先行性・並行性・完全性が確保されているかの視点から評価

を行った。 

 

ⅰ） 適時性 

・ 「いつ、何を」しなければいけないかを判断しているか、業務（見積、計画作

成・修正等）の焦点、優先順位を設定しているか。 

・ 所要の時期（会議、避難開始等）までに作業をしているか。 

 

ⅱ） 先行性 

・ プラントの事故進展等（原災法第１０条、原災法第１５条、放射性物質放出

後のＯＩＬ２の判断（それぞれ予期を含む。））に基づき状況推移を予測し、
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所掌事項について継続的に見積りを行い、避難計画の実施に向けて先行的に

準備をしているか。 

 

ⅲ） 並行性 

・ 国から関係機関（地方公共団体、実動組織、指定公共機関等）及び各拠点内

の機能班等までが同時並行的に情報共有、相互調整等を行うことにより、時

間を節約し、問題点を早期に発見して、その解決を容易にしているか。 

 

ⅳ） 完全性 

・ 避難計画、伊方地域の緊急時対応の実施を十分に具現できるよう作業をして

いるか。 

・ 業務の重要な状況変化等のタイミング（原災法第１０条、原災法第１５条、

放射性物質放出後のＯＩＬ２の判断（それぞれ予期を含む。））において、適

時、情報共有して業務を遂行しているか。 

・ 避難状況の確認を確実に行っているか。 

 

２．６ 事後検討会の実施 

訓練終了後、事後検討会を実施し、訓練統制部から、訓練参加者（国の機能班要

員）に対し、訓練で確認した成果、評価結果（自己評価及び外部評価の結果取りま

とめ）の共有を図るとともに、主に制度面における課題、各拠点・機能班に係る横

断的な課題及び訓練の企画・統制に係る課題等について意見交換を行い、訓練参加

者に対する教訓のフィードバックを図った。 

 

２．７ 評価結果の整理 

各評価の対象とした活動については、総合評価の観点から次節第１及び第２にそ

の活動の成立要件となる計画、リソース、個人能力及び組織能力に着目して自己評

価及び外部評価を分析し、統合する等により整理したほか、次節第３において訓練

方法に係る評価を、次節第４において外部評価員による提言等を取りまとめた。 
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第３節 令和７年度原子力総合防災訓練の評価結果 

 

本年度の原子力総合防災訓練について、 

・ 訓練目的ごと 

・ 訓練項目ごと（本部等運営訓練、その他訓練項目及び原子力事業者が参加主体とな

る訓練） 

・ 訓練方法 

の評価結果を以下のとおりとりまとめた。 

 

１ 訓練目的に係る評価結果 

本年度の原子力総合防災訓練の訓練目的に対する評価結果は、以下のとおり。 

 

１．１ 国、地方公共団体及び原子力事業者における防災体制や関係機関における協

力体制の実効性の確認 

１．１．１ 実施概要 

ＥＲＣでは、休日を想定した警戒事態の発生に際して要員を逐次参集、原子力

規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部（以下「事故警戒本部」という。）の

設置等に係る措置を行うとともに、関係省庁及び関係地方公共団体との情報連絡

体制を確立した。事後の事態進展の可能性を踏まえた事故警戒本部からの要請に

基づき、愛媛県伊方町におけるＰＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態

要避難者の避難準備を実施するとともに、緊急時モニタリングセンター（以下「Ｅ

ＭＣ」という。）の設置準備を実施した。また、ＯＦＣに原子力規制委員会・内閣

府原子力事故合同現地警戒本部（以下「事故現地警戒本部」という。）を設置した。 

その後、施設敷地緊急事態の発生を受け、官邸、内閣府及びＥＲＣでは、原子

力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部（以下「事故対策本部」という。）

の設置等を行うとともに、内閣府副大臣（原子力防災担当）をはじめとする内閣

府及び原子力規制庁等の職員のＯＦＣへの緊急派遣、原子力規制庁職員のＥＭＣ

及び即応センターへの緊急派遣及び全面緊急事態の発生に備えた関係省庁の職員

等の派遣準備の要請を実施した。また、ＯＦＣには原子力規制委員会・内閣府原

子力事故合同現地対策本部（以下「事故現地対策本部」という。）を設置した。 

 

１．１．２ 評価結果 

２８日１４時００分に地震が発生し、伊方発電所が所在する愛媛県伊方地域で

震度７を観測したことから、官邸等の緊急参集者はそれぞれの活動拠点に参集を

開始し、約５分後には原子力防災システム（以下「ＮＩＳＳ」という。）を立ち上

げクロノロ等により情報収集を開始した。ＥＲＣでは、各自宅からの距離に応じ

逐次要員が参集、それぞれ機能担当ごと少人数ながら、資機材の立ち上げから電

話及びＦＡＸによる通信連絡を確立までの初動体制を確保した。 

ＯＦＣにおいては、原子力防災専門官により初動における資機材等の所要の準

備、事故警戒本部への連絡、関係地方公共団体等への現地事故警戒本部設置の連

絡等、地震発生後の活動を円滑に実施していた。 

国、地方公共団体、原子力事業者は、事態が進展する中においても各本部等機

能やＴＶ会議等を活用し、各種指示の伝達及び情報共有等を行っており、実効性
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のある防災体制・協力体制を確認した。 

 

１．２ 原子力緊急事態における中央と現地の体制やマニュアルに定められた手順の

確認 

１．２．１ 実施概要 

（１） 警戒事態 

中央においては、事故警戒本部をＥＲＣに設置して警戒事態における防護措

置準備の要請を実施するとともに、施設敷地緊急事態への事態進展に備え、Ｐ

ＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備、安定ヨウ

素剤の配布及び緊急時モニタリングの準備要請及び必要な防護措置の策定準備

を行った。また、愛媛県においては、地震に対する安全確保を講じた上で、Ｐ

ＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難準備及び避難の

実施により健康リスクが高まる者の放射線防護対策施設への屋内退避準備等を

行った。（資料１３、１４参照） 

（２） 施設敷地緊急事態 

中央においては、事故対策本部を設置して施設敷地緊急事態における防護措

置の要請を実施するとともに、ＯＦＣにおいては、現地事故対策連絡会議（以

下「事故連」という。）を開催し、地方公共団体等の現地組織要員に対し、プラ

ント状況、国の要請内容及び施設敷地緊急事態における防護措置実施状況等を

共有し、また、全面緊急事態への事態進展に備え、必要な防護措置の策定準備

を行った。愛媛県においては、ＰＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事

態要避難者の避難、避難の実施により健康リスクが高まる者の放射線防護対策

施設への屋内退避及びＰＡＺ及び予防避難エリア内住民の避難準備等を行い、

また、ＵＰＺ内住民の屋内退避準備を行った。（資料１８～２０参照） 

（３） 全面緊急事態 

全面緊急事態の発生を受け、中央においては、原子力緊急事態宣言の発出、

原子力災害対策本部（以下「原災本部」という。）の設置を行い、全面緊急事態

における避難指示を発出するとともに、ＯＦＣにおいては、原子力災害現地対

策本部（以下「原災現地本部」という。）を設置し、ＰＡＺ及び予防避難エリア

内の施設敷地緊急事態要避難者の避難状況や、プラントの状況及び被害復旧に

係る状況を集約しつつ、全面緊急事態に関する情報の共有、緊急事態応急対策

の確認・調整及び相互協力のための調整等を目的とした原子力災害合同対策協

議会全体会議（以下「合対協全体会議」という。）を開催した。これら一連の活

動により、ＰＡＺ及び予防避難エリア内住民の避難及び安定ヨウ素剤の服用、

併せてＵＰＺ内住民の屋内退避等を決定した。（資料２４～２６参照） 

（４） ＵＰＺ内一部住民の一時移転 

全面緊急事態の認定後、八幡浜市川上地区及び双岩地区並びに西予市三瓶町

においてＯＩＬ２の基準を超える空間放射線量率が継続して計測されたことか

ら、原災本部では一時移転の対象となる区域を特定し、避難退域時検査場所の

設定など一時移転にかかる方針を決定した上で、一時移転の指示の内容を決定

した。また、ＯＦＣにおける合対協全体会議では、一時移転等に係る防護措置

の内容を確認した。（資料２７～２９参照） 
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１．２．２ 評価結果 

一時移転に係る住民防護措置の検討の際、官邸チーム事務局長（内閣府政府統

括官（原子力防災担当））は、対象区域住民の具体的な移転要領について確認する

よう指示した。ＥＲＣチームオフサイト総括班においては、関係機能班と協力し

てＯＩＬ２見込み区域の技術的判断を行い、官邸チームはＥＲＣチームと連携し、

一時移転の指示・公示文案を作成し、各拠点と共有した。ＯＦＣでは、ＥＲＣチ

ームのＯＩＬ２見込み区域の技術的判断に基づき合対協全体会議メンバーと避難

経路や避難退域時検査場所候補地などについて調整を実施した。ＯＦＣにおいて

合対協全体会議が行われた際には、官邸、内閣府及びＥＲＣがＴＶ会議を用いて、

その状況を共有した。 

官邸、内閣府本府、ＥＲＣ及びＯＦＣの各拠点間で協力して検討の上、最善と

なる措置を採用するなどマニュアルに定められた手順を確認した。 

 

１．３ 「伊方地域の緊急時対応」や地域防災計画等の検証 

１．３．１ 実施概要 

（１） 施設敷地緊急事態要避難者の避難 

事故対策本部からの要請を受け、あらかじめ検討していた伊方地域の緊急時

対応に基づく施設敷地緊急事態における対応の実施方針により、国、愛媛県、

伊方町及び関係機関が連携し、地震に対する安全確保を講じた上で、ＰＡＺ及

び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難を要素訓練として実動

訓練により実施し、関係機関の連携を含む施設敷地緊急事態要避難者の避難に

係る基本的手順を確認した。 

（２） ＰＡＺ及び予防避難エリア内住民の避難 

原子力緊急事態宣言後、国の指示を受け、合対協全体会議で確認した伊方地

域の緊急時対応に基づく全面緊急事態における対応の実施方針により、国、愛

媛県、伊方町及び関係機関が連携し、地震に対する安全確保を講じた上で、Ｐ

ＡＺ及び予防避難エリア内の住民避難を要素訓練として実動訓練により実施し、

関係機関の連携を含む住民避難に係る基本的手順を確認した。 

（３） ＵＰＺ内一部住民の一時移転 

全面緊急事態における意思決定訓練において、一時移転の検討や移転指示発

出の一連のプロセスを確認するとともに、要素訓練として実動訓練により各所

でＵＰＺ内住民の県内外への避難を含む一時移転の訓練を実施し、安定ヨウ素

剤の緊急配布、避難退域時検査場所の開設・運営など一連の対応を実施した。

これにより、関係機関の連携を含む住民の一時移転に係るオペレーションの基

本的手順を確認した。 

 

１．３．２ 評価結果 

施設敷地緊急事態要避難者の避難については、社会福祉施設から福祉車両や実

動機関のヘリコプターを活用した避難が円滑に実施された。 

ＰＡＺ内住民の避難及びＵＰＺ内一部住民の一時移転についても、各地区コミ

ュニティセンター等に一時集結所を開設し、逐次集まった避難住民に対して顔認

証システム等を活用した受付業務を円滑に行うとともに、担当職員が定められた

手順に従い安定ヨウ素剤の緊急配布を分かりやすく丁寧に行っていることを確認
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した。避難退域時検査場及び避難所においても、職員の誘導のもと一連の手続き

が円滑に行われており、計画等に大きな問題点がないことを確認した。 

 

１．４ 訓練結果を踏まえた教訓事項の抽出 

１．４．１ 実施概要 

（１） 要員参集が困難な状況での対応手法の確立 

ＥＲＣにおいて、休日における発災を想定し、各要員の自宅等からＥＲＣま

での移動所要時間を参考にした逐次参集により、限定された人数による初動対

応を検証した。また、ＯＦＣにおいては、原子力防災専門官をはじめとする事

態に応じた要員による対応に限定し、初動対応を実施した。 

（２） 国民向けのメッセージの検証・改善 

国として発信する情報において、意図しない不安の助長や混乱の生起をさせ

ないように、現状を伝え不安を払拭する情報及び最悪の事態に進展した場合に

予測される事象に関する情報のそれぞれの発信時期、表現等の情報発信要領に

関する検証を実施し、適切な国民向けのメッセージの改善を図った。 

（３） 防護措置の判断に必要な自然災害による被災状況把握の一層の迅速化 

内閣府中央合同庁舎８号館に設置された非常災害対策本部事務局に原子力災

害対策本部事務局から情報連絡員を派遣し、相互に情報共有を行った。また、

内閣府中央合同庁舎８号館において、ＥＲＣチーム実動対処班は非常災害対策

本部事務局の事案対処部門を兼務し、実動組織等との各種調整について、非常

災害対策本部事務局と原子力災害対策本部事務局が一体的に実施する体制（合

同オペレーション）を確立し、複合災害対応の実効性の向上を図った。 

 

１．４．２ 評価結果 

ＥＲＣにおける逐次参集においては、各機能班要員がマニュアルを良く理解し、

状況に応じ活動優先順を決め、少人数であっても円滑に初動体制を確立できるこ

とが確認できた。しかしながら、対応については、当初に参集した一部の要員だ

けに限られるため、全体に対する訓練効果としては限定的であった。 

フェイクニュース等の誤情報に対して、記者ブリーフィング、ＳＮＳによる情

報発信により、事実に基づき行動する様に注意喚起を実施する等、適切な国民向

けのメッセージの改善が図られていたことが確認できた。 

非常災害対策本部事務局と原子力災害対策本部事務局との連携については、連

携した対応を要する状況付与がなかったため、問題点の抽出までに至らなかった

ものの、派遣要領や使用機材について具体的に検討すべき事項を得られた。引き

続き検討及び演練を推進し、複合災害対応に資する具体的要領の策定を図る必要

がある。

 

１．５ 原子力災害対策に係る要員の技能の習熟及び原子力防災に関する住民理解の

促進 

１．５．１ 実施概要 

（１） 原子力災害対策に係る要員の技能の習熟 

２回の機能班訓練及び２回の初動対応訓練並びに拠点運営訓練及び拠点運

営・連携訓練を実施し、国、地方公共団体、原子力事業者の原子力災害対策に
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係る要員の技能を計画的かつ段階的に向上させた。また、各機能班における機

能班マニュアルを事前の訓練の機会に適宜見直し、実効的な体制を整備した。

特にＥＲＣ及びＯＦＣの各機能班における初動対応においては、経験を有する

要員を中心として、適宜関連マニュアルを確認しつつ対応した。 

住民避難に対応したそれぞれの市町職員は、避難者の誘導、避難所の設営及

び受付等の手順の確認、天候等による状況の変化に応じた各種の調整等を通じ、

各人の技能習熟を図った。 

（２） 原子力防災に関する住民理解の促進 

住民が実際に参加した避難訓練等の実動訓練においては、顔認証システムを

活用した一時集結所受付を実施した。また、孤立地域からの避難を想定した訓

練においては、自衛隊の航空機や海上保安庁の船艇等への搭乗により、空路及

び海路による避難要領を演練した。 

住民避難訓練時の避難所に住民が集合した機会を捉え、事前に展示した避難

所設備等に関する説明を行うとともに、専門家による原子力防災に関する講習

等を行い原子力防災に関する住民理解の促進を図った。 

 

１．５．２ 評価結果 

各機能班要員は７回に及ぶ事前の訓練機会を活用し段階的に技能を向上させ、

各種状況に対応しつつ既定の手続きを整斉と実施していた。また、実動訓練に

対応した各市町職員は、実環境の変化に対応しつつ計画に基づいた活動を実施

していることが確認できた。総じて、原子力災害対策に係る各要員は訓練を通

じて、必要とされる技能を習熟したことを確認した。 

バス、船舶、ヘリコプターを組み合わせた住民避難行動、避難退域時検査・

簡易除染の実演、一時集結所における屋内退避要領の体験、安定ヨウ素剤の配

布・服用に関する説明等を通じ、住民に対して緊急時の具体的実施事項のイメ

ージ化を図った。特に、実際の施設・機材を使用した体験によって心理的抵抗

感の低減につながったこと、生活環境と結び付けた情報提示により防災対応が

日常生活と断絶したものではないことが共有された点は、伊方地域の実情に即

した住民理解の質的深化となったことを確認した。 

 

２ 訓練実施項目ごとの評価結果 

・ 本部等運営に関する訓練項目 

・ その他訓練項目 

・ 原子力事業者が参加主体となる訓練 

の評価結果は、以下のとおり。 

 

２．１ 本部等運営に関する訓練項目 

２．１．１ 原子力災害対策本部等運営訓練 

（１） 訓練概要 

警戒事態発生に伴う事故警戒本部、施設敷地緊急事態発生に伴う事故対策本

部及び全面緊急事態発生に伴う原災本部を設置するとともに、各本部の運営を

通じた関係機関の情報共有、連絡調整、意思決定等を行った。

（２） 訓練参加機関 
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内閣官房、内閣法制局、内閣府、国家公安委員会、警察庁、消費者庁、こども

家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通

省、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省 

 

（３） 実施概要 

① 官邸・内閣府 

ア 警戒事態 

地震発生後、直ちに内閣府及び原子力規制庁の職員が、官邸及び内閣府

に随時参集し、情報収集等の初動対応を行うとともに、事態の進展に備え、

官邸及び内閣府において事務局立ち上げ準備を実施した。（資料１５参照） 

イ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態発生後、直ちに内閣府特命担当大臣（原子力防災）及

び原子力規制委員会委員長を本部長とする事故対策本部を設置し、ＰＡＺ

及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難、全面緊急事態

に備えたＰＡＺ及び予防避難エリア内住民の避難準備等の実施及び内閣府

副大臣（原子力防災担当）をはじめとする国の職員・専門家の現地への緊

急輸送等の調整や要請を実施した。（資料２１参照） 

ウ 全面緊急事態 

全面緊急事態発生後、直ちに原子力緊急事態宣言を発出し、内閣総理大

臣を本部長とする原災本部を設置して、ＰＡＺ及び予防避難エリア内住民

の避難及びＵＰＺ内住民の屋内退避に係る指示を発出した※１。また、その

後の状況の変化に対応し※２、ＵＰＺ内住民の一時移転に係る指示の内容を

決定した。（資料３０参照） 

※１ 原子力緊急事態宣言後、１回目のスキップで訓練時間を２時間早送りして訓

練を再開した（この間に原災本部設置） 

※２ ２回目のスキップ（４６時間（１日半＋１０時間）早送り、併せて１時間の

休憩）を挟み訓練再開、放射性物質が放出・沈着した後との想定下で訓練を

継続した（想定上、訓練時程４日目） 

② ＥＲＣ 

ア 警戒事態 

地震発生後、原子力規制委員会委員長及び内閣府政策統括官（原子力防

災担当）を本部長とする事故警戒本部を設置し、関係省庁、関係地方公共

団体等に対して必要な情報連絡等を行い、情報共有体制を確立した。 

また、事故警戒本部から、施設敷地緊急事態要避難者への避難準備等に

係る要請文を発出するとともに、施設敷地緊急事態における防護措置の実

施について愛媛県と調整を行った。さらに、施設敷地緊急事態への事態進

展に備え、必要な防護措置の策定準備を行った。（資料１３、１４、１６参

照） 

イ 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態発生後、事故対策本部を設置して体制を確立、事故現

地対策本部へ状況を通知しつつ、愛媛県原子力災害現地対策本部に対し、

施設敷地緊急事態要避難者の避難状況を確認するとともに、全面緊急事態
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への事態進展に備え、必要な防護措置実施方針の策定準備を進め、官邸チ

ーム機能班等と情報を共有した。（資料１８～２０、２２参照） 

ウ 全面緊急事態 

全面緊急事態発生後、原災本部事務局の体制を確立し、官邸、内閣府及

びＯＦＣ等との情報共有や必要な連絡・調整を行った※。(資料２４～２９、

３１参照） 

※ 原子力緊急事態宣言後、１回目のスキップで訓練時間を２時間早送りして訓練

を再開（原災本部設置）するとともに、２回目のスキップ（４６時間（１日半

＋１０時間）早送り、併せて１時間の休憩）を挟み訓練再開、放射性物質が放

出・沈着した後との想定下で訓練を継続した（想定上、訓練時程４日目） 

③ 原子力被災者生活支援チーム 

施設敷地緊急事態発生後、原子力利用省庁執務室に随時参集し、全面緊急

事態に備え、原子力被災者生活支援チーム設置等に係る準備を行いつつ、各

拠点の機能班と連携し、情報集約・整理を行うとともに、愛媛県庁へ原子力

利用省庁の職員を派遣した。全面緊急事態への進展後は、原子力被災者生活

支援チームの立ち上げ、被災住民に対する支援施策に係る対応の検討等を行

った。（資料３２参照） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 官邸・内閣府 

ア 官邸及び内閣府の迅速な初動体制の確立 

・ 内閣府における活動体制は、総括班、住民安全班、放射線班、広報班

及び医療班機能を大臣室に配置、プラント班機能を副大臣室に配置す

る体制であった。発災直後から要員の参集、ＴＶ会議の立ち上げ、電

話及びパソコン等の機器の設置、執務環境の整備等が迅速に行われて

いた。特に限定的な室内空間の整理や要員個々の役割分担が的確であ

り、短時間で実動可能な体制を構築できていた点が高く評価できる。 

イ 情報共有のための手段の有効活用 

・ 大臣室において、総括班は電子ホワイトボードの表示のため専従要員

を配置し、その時点で必要な情報については適宜画面を切り替え表示

するなど情報共有に努めていた。同時に、ＴＶ会議を常時活用し、Ｏ

ＦＣにおける会議のモニターやＥＲＣとの拠点間における意思疎通の

ために有効に活用していた。 

プラント班は、オーバーレイ、手書き図、書画カメラ等を活用し、幹

部に対して適時かつ理解しやすい説明を実施した。放射線班及び医療

班においては、ホワイトボードを活用してクロノロから得られた状況

の推移等に係る主要な情報を共有し、効率的に共通の状況認識の形成

に活用していた。 

② ＥＲＣ 

ア 逐次参集における初動体制の確立 

・ 休日を想定した逐次参集状況において、ＥＲＣチーム総括班をはじめ

各機能班の要員は、登庁次第それぞれの機能班へ参集し、マニュアル
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に従い班長の登庁を待たずに自律的に業務を開始した。情報の集約、

クロノロへの登録、関係省庁への連絡等の初動対応が円滑に実施され

た。 

・ 各機能班は訓練の積み重ねによる機能班業務に対する理解の深まりが

見られ、班長不在時や多忙時でも班員が役割を理解して主体的に行動

していた。ＥＲＣ全体として、実災害対応に耐えうる基礎的な対応力

が確認された。 

イ 情報共有ツールの効果的活用 

・ ＮＩＳＳ並びに電子ホワイトボード及び手書きホワイトボード等を併

用し、事象の進展、対応状況、幹部指示等を可視化し、各機能班内外

で共有することにより、ＥＲＣ内での認識統一が図られ、対応の遅れ

防止に寄与していた。 

ウ 組織的・分担型の業務遂行 

・ 総括班においては、取りまとめ報作成、クロノロジー管理、通知・連

絡業務などを各係が連携して処理しており、業務が特定個人に集中せ

ず、組織として機能していた。 

エ 受け手を意識した資料作成 

・ プラント関連の情報は、専門用語や略語が多く使用されているが、プ

ラント班が作成した報告資料や情報共有資料等においては、原子力に

関する専門的知識を有しない者でも容易に理解できるよう、受け手を

意識した資料作成が行われていることを確認した。 

オ 広報班及び国際班における専門的対応力 

・ 広報班においては、初動体制の確立が早く、記者ブリーフィングの運

営等の専門的事項について的確に対応されていたことを確認した。特

にフェイクニュース等の誤情報に対して、記者ブリーフィング、ＳＮ

Ｓによる情報発信により、事実に基づき行動する様に注意喚起がなさ

れている等、適切な国民向けのメッセージの発信がなされていたこと

が確認できた。 

・ 国際班においては、ＩＡＥＡ通報における時刻（ＵＴＣ／ＪＳＴ）や

単位の違いを意識した対応、ホワイトボードを用いた通報管理が的確

に行われていたことを確認した。 

③ 原子力被災者生活支援チーム 

ア チームの立ち上げ、初動対応 

・ 各班の班長及び訓練経験が豊富な班員を中心に、機能班マニュアル等

から対応事項を把握し、参集確認、班内役割分担及び機能班相互の情

報共有等が円滑に実施されていた。 

イ 他機能班・関係機関と連携した被災者の生活実態を意識した活動 

・ 避難生活、医療・福祉、生活支援物資、生活再建といった事項につい

て、制度説明にとどまらず被災者の立場及び生活への影響を意識して

整理・検討が行われていた。また、原子力災害対応の中でも、住民の

生活に直結する観点を持って対応されていた。

・ 医療班、住民安全班、自治体支援関係者等と連携しながら、被災者支

援に必要な情報の収集・共有を行った。また、生活支援は単独では完
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結しないことを踏まえ、横断的な調整・情報連携を意識した活動がな

されていた。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 官邸・内閣府 

ア 大臣室の過密な勤務環境 

・ 大臣室に主たる機能を集約したことにより、幹部等への報告及び各機

能班間の情報共有等の活動が円滑に行えた。一方、事態の進展に応じ

階下の副大臣室への機能分散により、大臣室の過密化に一定の改善が

図られたものの、幹部や要員の動線の確保、ホワイトボードや掲示物

の設置スペースの不足等の各種活動に支障を与えていることを確認し

た。長期間の活動や対応要員の増加を見据えた場合、必要な広さを有

する部屋の確保や状況に応じた人員の増減等の対策が必要である。 

② ＥＲＣ 

ア 参集状況の把握・情報共有の不徹底 

・ 総括班から各機能班へ参集状況の報告要請がなされたものの、未回答

や確認漏れにより、正確な参集人員の把握ができていない場面が見ら

れた。分単位で状況が変化し各機能班の担当する要員も確定できない

逐次参集においては、ＮＩＳＳによる報告のみではなく、直接確認や

再確認が必要である。 

③ 原子力被災者生活支援チーム 

ア 情報の収集・整理・共有 

・ 一部の機能班において、ＮＩＳＳに掲載された情報の見逃しやホワイ

トボードへの誤情報の記載等の不具合があった。重要な情報源である

ＮＩＳＳ端末確認の専門担当者の配置や効果的なホワイトボードの記

載要領等、確実な情報の収集・整理・共有に関して要領を確立し、機

能班マニュアル等により周知することが必要である。 

 

２．１．２ 地方公共団体災害対策本部等運営訓練 

（１） 訓練概要 

発電所の事故進展に応じて、関係地方公共団体において災害対策本部等を設

置し、地域防災計画等に基づく応急対策を実施するとともに、ＴＶ会議等を活

用し、ＥＲＣ、ＯＦＣ等との間で継続的な情報共有を図った。 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、内子町、伊方町、山

口県、上関町 等

 

（３） 実施概要 

愛媛県及び関係市町は、地震発生後、直ちに災害対策本部を設置し、被害状

況の確認等を行い、必要な対応を検討、指示等を実施するとともに事態の進展

に応じて防護措置等の対応を行った。その後、緊急事態区分の進展に応じて、

地域防災計画等に基づく必要な応急対策を検討し、指示等を発出するとともに、
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テレビ会議等を活用しつつ、ＥＲＣ及びＯＦＣとの間で継続的な情報共有等を

実施した。（資料１３、１８、１９、２４、２５、２７、２８、３４、３５参照） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 愛媛県 

ア 初動対応における作業指示 

・ 地震発生を受けて災害対策本部要員が参集後、副統括指令（防災安全

統括部長）が作戦司令グループに対して災害対策本部各班の具体的な

作業内容を指示した。その後、作戦司令グループが班長会議を開催し、

指示内容を伝達したことで、災害対策本部各班では速やかに、本部の

立ち上げ及び被災状況の確認等の初動対応を開始した。 

イ ＷＥＢ会議システムを用いたＥＲＣとの連携 

・ 地震発生に伴い県庁に設置した災害対策本部において、原子力安全対

策グループでは、ＥＲＣチーム住民安全班との間でＷＥＢ会議システ

ムの常時の接続により、被害状況等の情報共有や、施設敷地緊急事態

における防護措置の内容に関する諸調整を円滑に実施した。担当部署

レベルでの調整には、各拠点に一つしかないＴＶ会議の使用は適さな

いため、当該機器の活用は効率的かつ効果的であった。 

② 伊方町 

ア 初動体制の確立 

・ 地震発生に際し、町職員２名により速やかに対策本部会議室のＮＩＳ

Ｓ等の立ち上げを完了した。１４時０５分、館内放送により１４時１

５分から第 1 回伊方町災害対策会議の開催が周知された。１４時０６

分には、愛媛県に対し参集報告が実施されており、速やかかつ円滑に

初動対応が行われた。 

イ 電話問い合わせに内容の情報共有 

・ 電話による問い合わせ対応は、主に４名の職員により行われた。頻度

の高い問い合わせ対応であったが、内容確認後の取りまとめ担当への

報告に合わせ、全職員に対する周知が図られおり、本部全体の情報共

有がなされていた。 

 

２．１．３ 地方公共団体現地災害対策本部等運営訓練 

（１） 訓練概要 

発電所の事故進展に応じて、ＯＦＣに現地災害対策本部を設置し、ＷＥＢ会

議等を活用し、県災害対策本部やＯＦＣとの間で継続的な情報共有を図った。 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、内子町、伊方町、山

口県、上関町 等

 

（３） 実施概要 

愛媛県は、施設敷地緊急事態の発生によりＯＦＣに職員を派遣、現地災害対
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策本部の設置を災害対策本部会議にて決定し、同本部の運営を行うとともに、

ＮＩＳＳ等を活用し、県災害対策本部、伊方町災害対策本部及び国の原子力災

害現地対策本部との間で継続的な情報共有等を実施した。（資料３４参照） 

① 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態発生後の２８日１８時１５分、第２回愛媛県災害対策本

部終了後、本部長から愛媛県現地災害対策本部の設置が指示された。ＯＦＣ

に職員を到着後、機器立ち上げ並びに主要活動ボード、他の準備を速やかに

実施し、国等との連絡体制の強化及びＯＦＣにおける活動体制を確立した。

その後、愛媛県現地災害対策本部は、県災害対策本部等との連携により、国

や関係機関と情報共有を図るとともに、住民の防護措置に係る国、関係地方

公共団体及び実動組織等との調整、連携を図り、各種の応急対策活動を実施

した。（資料１８、１９参照） 

② 全面緊急事態 

全面緊急事態の発生後、愛媛県現地災害対策本部は、合対協全体会議に参

加し、全面緊急事態に関する情報の共有、緊急事態応急対策の確認・調整及

び相互協力のための調整等を実施した。また、愛媛県現地災害対策本部は、

住民の防護措置に係る国、関係地方公共団体及び実動組織等との調整、連携

を図り、各種の応急対策活動を実施した。（資料２４、２５、２７、２８参照） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① ＤＸ機器の活用 

・ 県現地災害対策本部住民安全チームは、設置階の異なる現地住民安全班

との間でＷＥＢ会議システムによる常時接続体制を構築し、災害発生に

伴う住民避難の確認、屋内退避及び避難ルート等に関する情報共有、公

示・指示文の確認他、避難住民の安全確保に関する情報共有を実施して

いた。 

 

２．１．４ ＯＦＣ運営訓練 

（１） 訓練概要 

ＯＦＣ内組織の運営を通じて、防護措置に係る関係地方公共団体等との具体

的対策の検討、調整等を行った。

 

（２） 訓練参加機関 

内閣府、警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、資源エネル

ギー庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛

省、関係地方公共団体、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構、四国電力株式会社 等 

 

（３） 実施概要 

① 警戒事態 

警戒事態の発生により、伊方原子力規制事務所の原子力防災専門官は、直

ちにＯＦＣに事故現地警戒本部を設置するとともに、原子力防災設備・資機



第３節 令和７年度原子力総合防災訓練の評価結果 

２ 訓練実施項目ごとの評価結果 

２．１ 本部等運営に関する訓練項目 

２．１．４ ＯＦＣ運営訓練 

22 

材等の機能確認を実施し、異常がないことを確認した。（資料１３、１４、１

７参照） 

② 施設敷地緊急事態 

施設敷地緊急事態の発生を受け、事故現地対策本部を設置するとともに、

ＥＲＣ等とＴＶ会議を接続し、プラント状況、関係地方公共団体への要請及

び施設敷地緊急事態における防護措置実施状況等を情報収集した。 

訓練２日目、原子力防災専門官は、ＯＦＣに到着した事故現地対策本部長

（内閣府副大臣（原子力防災担当））以下の国要員に対し、状況報告を実施し

た。 

事故現地対策本部長は、第２回事故連を開催し、プラント状況、防護措置

実施状況等を確認するとともに、全面緊急事態への進展に備え、避難及び屋

内退避の対象者数、避難先、避難経路及び輸送手段の確保状況等、防護措置

方針を共有した。（資料１８～２０、２３参照） 

③ 全面緊急事態 

原子力緊急事態宣言の後※１、内閣府副大臣（原子力防災担当）を本部長と

する原災現地本部を設置して、内閣府大臣官房審議官を事務局長とする第１

回合対協全体会議を開催し、原子力緊急事態宣言、指示及び公示の周知並び

に防護措置の実施状況を確認するとともに、プラント状況、避難状況等及び

今後の対応方針について、国、関係地方公共団体及び実動組織等と情報共有

した。また、模擬記者会見による報道対応を実施した。（資料２４～２６参照） 

訓練２日目の午後※２、愛媛県八幡浜市及び西予市の一部地域においてＯＩ

Ｌ２基準値を超える見込み区域が発生したとの想定で、国、関係地方公共団

体及び実動組織により、住民の一時移転に係る防護措置等の実施要領の検討

を行い、中央との調整を経て、第Ｎ回合対協全体会議を開催し、一時移転対

象地区に係る住民数、避難先・避難経路、住民の輸送手段の確保状況を含む

一時移転に係る防護措置及び指示文の確認を行った。（資料２７～２９、３３

参照） 

※１ 原子力緊急事態宣言後に、１回目のスキップで訓練時間を２時間早送りして訓練

を再開した。（この間に原災本部設置） 

※２ ２回目のスキップ（４６時間（１日半＋１０時間）早送り、併せて１時間の休憩）、

放射性物質が放出・沈着した後との想定下で訓練を継続した。（想定上、訓練時程

４日目） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 初動体制の確立及び初動対応 

・ 発災直後、ＯＦＣに最初に到着した原子力防災専門官は、通信機器の点

検と並行し、ＥＲＣと連絡体制を確立した。また参集した運営支援業者

に対し、ＯＦＣの外観チェック及び通信設備、非常用電源、空調設備等

の館内設備の動作確認を速やかに指示するとともに、事態の進展を見越

した的確な指示をしていた。
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② 班員に対する情報共有及び統制事項 

・ 住民安全班は、施設敷地緊急事態における参集後、速やかに副班長は、

これまでの事態の流れについて要点を絞って分かりやすく班員に説明し、

今後、住民安全班として実施すべき業務について積極的に指示していた。

総括リーダーは、班員が円滑に業務を実施するためのＮＩＳＳ入力要領

等に関する統制事項について、明確に指示していた。 

③ 機能班間の情報共有 

・ 医療班は、県現地災害対策本部、住民安全班との間で、安定ヨウ素剤の

備蓄状況及び緊急搬送要否並びに避難退域時検査の対応情報等の共有を

適宜実施していた。 

・ 実動対処班は、使用地図を住民安全班に隣接したボードに掲示し、都度

住民安全班の掲示情報との整合性を確認して、情報の精度向上を図った。 

④ 班員の能力向上 

・ 広報班では、班長・班長代理、原子力事業者要員等からの事故進展や防

護活動の丁寧な説明がなされたほか、次の一手の呼びかけによる機能班

活動が統制されており、全班員の対応能力の向上が図られた。 

⑤ ＳＯＢＯ－ＷＥＢの活用 

・ 訓練中の一場面において、限定的ではあるものの訓練シナリオ中の被害

情報を新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に入力し、それぞ

れの情報がどのように表示されるのかを確認した。同システムは、道路

の通行止め等の被害状況だけでなく、避難所の避難住民の状況、警報等

の発報地域、住民等がＳＮＳにより発信する被害情報等を確認すること

ができ、災害対応に関するあらゆる情報の共有ツールとして優れている

ことが確認できた。リアルタイムの被害状況の認識及び各種災害応急対

策立案に大変有効なツールであるため、原子力総合防災訓練等への活用

は勿論のこと、実発災対応時における活用が大いに期待できる。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 活動状況の認識統一 

・ 一部の機能班において、現状の認識に齟齬があるまま活動を実施してい

る場面が確認された。特に訓練時程のスキップ間における実施事項が多

い機能班については、当該事項の実施の有無にかかる班内や班間の誤認

を招き活動の判断に齟齬を生じる恐れがあるため、関係部署に能動的に

確認し、主要活動ボードへ記載する等、認識統一を図ることが望ましい。

 

２．２ その他訓練項目 

２．２．１ 緊急時対応要員参集訓練 

（１） 訓練概要 

伊方発電所の事故進展に応じて、各拠点に参集することとなっている緊急時

対応要員の参集を実施※した。 

※ 実員の移動については、別計画の要素訓練として実施した。 
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（２） 訓練参加機関 

指定行政機関等、指定地方行政機関等、地方公共団体等、指定公共機関等、

指定地方公共機関等、四国電力株式会社 

 

（３） 実施概要 

① 警戒事態における緊急輸送の調整 

警戒事態の発生後、更なる事態進展に備え、内閣府副大臣（原子力防災担

当）及び内閣府大臣官房審議官等をＯＦＣへ、原子力規制庁職員を即応セン

ターへ派遣する準備を行った。また、緊急輸送関係省庁に対し、緊急輸送の

支援の準備を要請した。 

② 施設敷地緊急事態における緊急輸送 

施設敷地緊急事態の発生に伴い、事故対策本部は関係省庁に対して緊急輸

送の支援を要請して、内閣府副大臣（原子力防災担当）、内閣府大臣官房審議

官及び担当職員をＯＦＣへ派遣し、また、原子力規制庁職員を即応センター

へ派遣した。さらに、全面緊急事態への進展に備え、関係省庁や指定公共機

関等に対し、事故現地対策本部要員となる関係職員の派遣準備を要請した。 

③ 全面緊急事態における緊急輸送 

全面緊急事態発生に伴い、原災本部事務局は自衛隊に対する緊急モニタリ

ング支援や避難の救助等の支援活動を目的とした部隊等の派遣を要請した。 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 先行したＯＦＣ要員派遣手段等の検討 

・ ＥＲＣチーム運営支援班は、要員が概ね参集した２８日１４時５５分、

今後の事態が進展した場合に現地への要員派遣が必要になると判断し、

先行して派遣ルートの選定に着手し、ＥＲＣチーム総括班より正式な要

員派遣手段検討の発注があった１５時５０分時点で、概ねのルート選定

は完了する等、事態進展に備えた対応を先行的に実施した。 

 

２．２．２ 緊急時通信連絡訓練 

（１） 訓練概要 

原子力事業者からの事故情報や緊急時モニタリング及び海上モニタリングの

測定結果、愛媛県災害対策本部等で決定した災害応急対策の内容等を、関係機

関に通報し、緊急時における関係機関間の通信連絡を行った。

 

（２） 訓練参加機関 

指定行政機関等、指定地方行政機関等、地方公共団体等、指定公共機関等、

指定地方公共機関等、四国電力株式会社 等 

 

（３） 実施概要 

緊急事態区分の進展に関係する原子力事業者通報や、応急対策等の内容につ

いて、迅速に関係機関とメールやＦＡＸ等により通信連絡を実施した。また、

ＴＶ会議により、官邸、内閣府、ＥＲＣ、ＯＦＣ、関係地方公共団体災害対策

本部等で指示伝達や情報共有等の通信連絡を実施するとともに、映像伝送を活
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用した情報共有を図ることにより、通信設備・機器の操作方法等の習熟を図っ

た。（資料１４、２０、２６、２９参照） 

 

（４） 評価結果 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 機材故障に即応するための代替機材の備え 

・ ＥＲＣのＦＡＸ機の故障に際し、他のＦＡＸ機で代替することとなった

が、官邸チーム機能班に対する宛先の確認に時間を要した。特に緊急時

における通信連絡の錯綜は各種判断に直接影響することから、あらかじ

め代替機材の指定等、予想されるトラブルに備えておくことが必要であ

る。 

 

２．２．３ 国、地方公共団体、実動組織等の連携訓練 

（１） 訓練概要 

国、地方公共団体、実動組織、事業者等の間で、事態の進展に応じて迅速な

情報収集及び共有、必要な連絡調整及び連携した訓練等を行うとともに、孤立

集落への対応や断水対策、避難経路確保、通信環境復旧等を実施した。 

 

（２） 訓練参加機関 

指定行政機関等、指定地方行政機関等、地方公共団体等、指定公共機関等、

指定地方公共機関等、四国電力株式会社 等 

 

（３） 実施概要 

緊急事態区分の進展に応じて、各機関・各拠点間における必要な情報共有や

連絡調整等を行った。特に、ＯＦＣにおける実動組織や事業者と原災現地本部

及び愛媛県現地災害対策本部等との間における情報共有、連絡調整、対応方針

検討、意思決定等を適時適切に実施した。 

また、実動組織や関係機関と連携し、複合災害時における孤立集落への対応

や断水対策、避難経路確保、通信環境復旧等を行った。 

 

（４） 評価結果 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 訓練時間の確保・充実 

・ 訓練時間が限られていたため、現地各機能班が相互又は他機関等と連携

する状況が、参加人数に対して乏しかった。現地における参加機会は限

られるため、訓練時間の確保が望まれる。

 

２．２．４ 緊急時モニタリング訓練 

（１） 訓練概要 

緊急時モニタリング実施計画の策定等を行うとともに、国、地方公共団体、

原子力事業者及び関係指定公共機関が連携して、航空機モニタリングを含めた

緊急時における環境放射線のモニタリングを行った。 
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（２） 訓練参加機関 

内閣府、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、原子力規

制委員会、防衛省、愛媛県、四国電力株式会社、日本原子力発電株式会社、国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究

開機構 

 

（３） 実施概要 

警戒事態の発生後、上席放射線防災専門官は、ＥＭＣの立ち上げ準備を開始

した。また、愛媛県は、愛媛県原子力センターに愛媛県モニタリング本部を設

置し、緊急時モニタリングの実施体制を確立した。 

施設敷地緊急事態の発生後、上席放射線防災専門官は、ＥＲＣチーム放射線

班の指示に基づきＥＭＣを立ち上げ、緊急時モニタリング活動を開始した。ま

た、指定公共機関等の派遣要員がＥＭＣに参集した。 

ＥＲＣチーム放射線班は、愛媛県の緊急時モニタリング計画を基に、緊急時

モニタリング実施計画を作成するとともに、事態の進展に応じて、ＥＭＣの意

見も踏まえつつ、適宜改訂した。 

ＥＭＣは、緊急時モニタリングの実施内容の検討・指示、モニタリングカー

による走行サーベイ、可搬型ＭＰの設置及び環境試料の採取等の緊急時モニタ

リング、並びに結果の取りまとめ作業を行うとともに、モニタリング結果を、

ＥＲＣ及び現地放射線班に共有した。 

ＥＲＣチーム放射線班は、このモニタリング結果を取りまとめて評価し、そ

の結果を官邸、内閣府、ＥＲＣ及び現地各機能班、並びにＥＭＣに共有した。 

また、愛媛県内のＵＰＺ内外を対象とした有人・無人航空機モニタリングを、

併せて実施した。（資料３６、５４参照） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 迅速な県モニタリング本部立ち上げ 

・ 地震発生直後、愛媛県原子力センターでは、職員の安否確認及び設備、

機器の点検を実施するとともに、ＲＡＭＩＳを大型画面に表示しＭＰの

欠測等の確認を開始した。１４時９分頃には、県災害対策本部から県原

子力センターに県モニタリング本部を設置するとの連絡を受け、直ちに

あらかじめ定められた愛媛県緊急時モニタリング計画に基づき活動を開

始する等、迅速かつ的確な初動対応がとられていた。 

② 適時適切な情報収集・共有 

・ ＥＭＣでは、ＮＩＳＳのメール受信の専従要員を充て、ＭＰ欠測情報、緊

急時モニタリング実施計画、気象情報等の重要情報を受信した際に大声

で周知をさせていた。また、他部署との特に重要な事項の情報共有につい

ては、メール送信後の電話又は使送により連絡を適切に実施した。

③ 効果的・効率的な試料採取 

・ 愛媛県原子力センターでは、水試料の採取において、各浄水場に採取容

器などの試料採取キットを預けており、浄水場の職員が採取した試料を

ＥＭＣの測定分析担当が回収する方法をとっていた。迅速かつほぼ同時
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刻の試料の採取が可能であり試料評価上も有益である。 

④ 無人航空機等によるモニタリング（実動訓練） 

・ ３０日、伊方町瀬戸地域において航空機モニタリングに使用する無人航

空機等の実飛行を確認した。ＪＡＥＡ職員及び関連会社社員により、無

人ヘリコプター、無人航空機（飛行機）及びドローンの３種類の無人航

空機等による実飛行を実施し、いずれも事前にプログラミングした自動

操縦により安全な離陸、飛行及び着陸を実施していることを確認した。 

 

２．２．５ ＰＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

訓練２日目、施設敷地緊急事態に伴う国の要請を受け、地震に対する安全確

保を講じた上で、ＰＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の

避難を実施した。（資料３７、３８参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、伊方町、愛媛県災害多言語支援センター 等 

 

（３） 実施概要 

伊方町において、社会福祉施設の施設敷地緊急事態要避難者の避難訓練を実

施した。訓練では福祉車両、実動機関のヘリコプターを活用した。また、一時

集結所において、外国人の避難誘導訓練を実施した。 

① 社会福祉施設の施設敷地緊急事態要避難者の避難訓練 

施設名 移動手段 避難先 

三崎つわぶき荘 福祉車両 （三崎高校グラウンド） 

（三崎高校グラウンド） 海上自衛隊ヘ

リコプター 

（陸上自衛隊小野演習場） 

（陸上自衛隊小野演習場） 福祉車両 ガリラヤ荘 

② 外国人の避難誘導訓練 

一時集結所である伊方スポーツセンターにおいて、愛媛県災害多言語支援

センター（県、県 国際交流協会）と連携し、外国人避難者に対し、多言語に

よる災害情報や支援情報等を提供した。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 迅速な要配慮者の避難 

・ ８時３０分、特別養護老人ホーム「三崎つわぶき荘」では、施設長の誘

導と施設職員４名が要配慮者３名に対してストレッチャー１台、車いす

２台による館内からの搬送と福祉車両へのリフトを使った迅速な乗車、

声掛けによる安全な固定を確認した。搬送の際は、職員による口頭での

体調確認や毛布の準備による要配慮者への良好な対応を確認した。

② 外国人避難者に対する支援 

・ 外国人避難者に対して受付前のパネルに各言語で「受付」と「現在、放



第３節 令和７年度原子力総合防災訓練の評価結果 

２ 訓練実施項目ごとの評価結果 ２．２ その他訓練項目 

２．２．５ ＰＡＺ及び予防避難エリア内の施設敷地緊急事態要避難者の避難訓練 

２．２．６ ＰＡＺ及び予防避難エリア内の住民避難訓練 

28 

射性物質の放出はありません」との掲示がされており、受付においても

多言語ボードや三者通話による対応などの外国人避難者に対しても不安

を軽減させる措置が取られていた。 

・ 受付付近に外国人向けのパンフレットが用意されていたが、以前の訓練

においては、国単位で用意されていたものが、より受け入れられやすい

言語単位に変更されていた。 

 

２．２．６ ＰＡＺ及び予防避難エリア内の住民避難訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

訓練２日目、原子力緊急事態宣言後、原子力災害対策本部からの避難指示を

受け、ＰＡＺ及び予防避難エリア内の住民について、自然災害の対応にも留意

しつつ、被災状況を踏まえた避難先の調整、輸送手段の確保、住民への広報活

動等を行った上で、指定された避難所への案内、避難者の受入れ等を行った。

避難の実施に当たっては、地震被害により住民避難が困難となった状況等を想

定し、バスや自家用車に加え、実動機関のヘリコプター、船舶及び車両といっ

た多様な手段を活用し所定の避難先への避難を実施した。また、一部の一時集

結所では顔認証システムを活用し、避難住民の受入業務の円滑化を図った。（資

料２５、２６、３９～４１、５３参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、伊方町、松前町、松山市 等 

 

（３） 実施概要 

① 伊方地域（バス） 

一時集結所 移動手段 避難先 

伊方スポーツセンター バス 松前町国体記念ホッケー公園 体育

館 

② 伊方地域（バス、海上保安庁ゴムボート併用） 

一時集結所（経由地） 移動手段 避難先（経由地） 

田之浦集会所（田之浦漁港）※ 海上保安庁

ゴムボート 

（伊方港） 

（伊方港） バス 松前町国体記念ホッケー公園 体育

館 

※ 田之浦集会所から田之浦漁港まで徒歩移動を行った。 

③ 瀬戸地域（バス）

一時集結所 移動手段 避難先 

瀬戸総合体育館 バス 松前町国体記念ホッケー公園 体育

館 
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④ 瀬戸地域（伊方町車両、海上自衛隊ボート及び船舶併用） 

一時集結所（経由地） 移動手段 避難先（経由地） 

瀬戸総合体育館 伊方町車両 （三机港） 

（三机港）※ 海上自衛隊

ボート及び

船舶 

松山港 

※ 三机港から三机沖で待機していた海上自衛隊船舶まで海上自衛隊ボートによる

移動を実施した。 

⑤ 瀬戸地域（陸上自衛隊ヘリコプター） 

一時集結所 移動手段 避難先 

瀬戸総合体育館（瀬戸三机ヘ

リポート） 

陸上自衛隊

ヘリコプタ

ー 

松山空港 

※ 瀬戸総合体育館から瀬戸三机ヘリポートまで徒歩移動を行った。 

⑥ 三崎地域（放射線防護対策施設での屋内退避） 

避難元 移動手段 避難先 

自宅 自家用車等 串防災センター 

与侈防災センター 

佐田岬防災センター 

⑦ 三崎地域（陸上自衛隊ヘリコプター） 

一時集結所（経由地） 移動手段 避難先（経由地） 

与侈防災センター 陸上自衛隊

ヘリコプタ

ー 

（松山空港） 

（松山空港） バス 松前町国体記念ホッケー公園 体育

館 

⑧ 三崎地域（バス、海上保安庁船舶併用）※ 

一時集結所（経由地） 移動手段 避難先（経由地） 

三崎総合体育館 伊方町車両 （三崎港） 

（三崎港） 海上保安庁

船艇（大分

県） 

（乙津港） 

（乙津港） バス 由布市役所 

※ 訓練前に発生した大分市佐賀関の大規模火災により、計画されていた大分県への

海路避難は中止された。訓練当日、代替として三崎港で海上保安庁（愛媛県）の

船舶見学が実施された。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 放射線防護対策施設（三崎地域）における活動 

・ ２９日８時５０分、串防災センターでは区長と伊方町職員１名による駐

車場での住民誘導と館内での名簿での受付、声掛けでの体調確認を行い、
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内覧による施設内の説明で換気設備機械室でのダンパー閉止を実演した。

操作盤の横には操作マニュアルが据え付けてあり、避難住民も容易に起

動できることを確認した。また、本施設は旧佐田岬小学校を活用しての

放射線防護対策施設ということで、避難スペースは１０部屋と十分なエ

リアの確保ができていた。 

・ 佐田岬防災センターでは、施設の陽圧化を避難住民が実施するために伊

方町職員が陽圧化装置の操作方法のレクチャーに続き住民による実操作

の実施により一連の操作の理解を向上させていた。 

② 一時集結所（伊方スポーツセンター）における活動 

・ 伊方スポーツセンターにおける受付では、顔認証システム（防災ＤＸ)を

使用した受付が実施されており、所要時間も一人当り約１０秒程度と迅

速に受付作業が行われた。システム登録されていない住民にも用紙チェ

ックでの対応を行っており、円滑に受付対応が実施されていた。また、

外国人受付においても多言語ボード・三者間通話など外国人に対応する

設備が整っており、円滑に受付対応を行われていることを確認した。 

③ 広域避難所（松前町国体記念ホッケー公園 体育館）における活動 

・ 避難住民を乗せたバスが到着後、伊方町職員の先導により受付・問診と

実施し、伊方町職員・松前町職員間の住民の引継ぎが円滑に行われてい

ることを確認した。また、受付後は問診を行っており、避難住民の体調

や、持病などについてなど詳しい避難住民の状況を確認していた。 

・ 広域避難所への移動の車内においては、引率する職員から避難住民へ体

調不良者を確認する声かけが行われていた。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 避難所等における動線の明示 

・ 広域避難所の松前町国体記念ホッケー公園 体育館にバスで到着時、体育

館の受付入口が分からず、受付をすることなく屋内に入場しそうな場面

が見られた。動線の表示、誘導員の配置の処置が必要である。 

 

２．２．７ ＵＰＺ内住民の屋内退避訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

訓練３日目、原子力緊急事態宣言後、原子力災害対策本部からの屋内退避の

指示を受け、ＵＰＺ内の住民等への広報活動、各機関の情報伝達等を行い、家

屋倒壊等により屋内退避が困難な場合の想定も含めて、避難所等における住民

等の屋内退避を実施した。併せて、屋内退避の意義等の理解促進を図った。（資

料２５、２６参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、内子町、山口県、上

関町 等

 

（３） 実施概要 

原子力災害対策本部からの屋内退避指示を受け、ＵＰＺ内の自宅等における
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屋内退避手順の確認を実施した。なお、家屋倒壊等により屋内退避が困難な場

合の想定も含めて、近隣の避難所等での屋内退避を実施した。また、防災行政

無線、広報車、緊急速報メール等による情報伝達等を実施した。 

 

２．２．８ ＵＰＺ内一部住民の一時移転訓練 

（１） 訓練概要（意思決定訓練及び実動訓練） 

訓練２日目、意思決定訓練として、ＯＩＬ２基準値を超える見込み区域の発

生による一時移転の避難経路の検討や避難退域時検査場所の選定等を行い、移

転計画を策定し、指示の内容を決定した。 

訓練３日目、住民参加の一時移転訓練として、安定ヨウ素剤の緊急配布、人

員及び車両の避難退域時検査、並びに簡易除染を実施した。一時移転の実施に

当たっては、あらかじめ避難計画等により定められた一時集結場所に集合し、

手配されたバス等に乗車して、地震被害を踏まえて調整された県内の避難先へ

の避難を実施した。 

 

（２） 訓練参加機関 

内閣府、原子力規制庁、愛媛県、松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予

市、西予市、久万高原町、内子町、松前町、砥部町、鬼北町 等 

 

（３） 実施概要 

① 一時移転の意思決定訓練 

訓練２日目、愛媛県八幡浜市及び西予市の一部地域において、ＯＩＬ２基

準値を超える見込み区域が発生したとの想定で、各拠点及び関係地方公共団

体等による一時移転対象地区の検討や、国、関係地方公共団体及び実動機関

等の合同による諸調整を経て、防護措置を計画し、原災本部から発出する指

示、公示の内容を決定した。（資料２７、２９参照） 

② ＵＰＺ内一部住民の一時移転訓練（実動訓練） 

訓練３日目、愛媛県宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市及び内

子町は、個別に県内外への一時移転訓練を行った。（資料２８、４２～５２参

照） 

 

ア 宇和島市（立間地区） 

避難者は立間小学校にて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布を受け移動した。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

立間小学校※ バス 宇和島市 南楽園 鬼北町 鬼北総合

公園体育館 

※ 地区集会所等で屋内退避を実施後、自家用車等で立間小学校に移動した。 

イ 宇和島市（嘉島地区）

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

嘉島小学校 徒歩 （嘉島港） - 

海上保安庁船艇 （宇和島港） 

バス 宇和島市 南楽園 
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ウ 八幡浜市（白浜地区） 

避難者は白浜小学校にて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布を受け移動した。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

白浜小学校 バス 伊予市 しもなだ運動公園

グラウンド 

松山市 愛媛県武

道館 

エ 八幡浜市（双岩地区） 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

自宅 自家用車等 （八幡浜市環境センター） 松山市 愛媛県武

道館 徒歩 （若山場外離着陸場） 

陸上自衛隊

ヘリコプタ

ー 

バス（ヘリ降

機後） 

（松山空港） 

オ 八幡浜市（真穴地区） 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

自宅 自家用車等 （真網代漁港） － 

海上保安庁

ゴムボート 

漁業取締船 

（三瓶港） 

カ 八幡浜市（社会福祉施設） 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

青葉荘 福祉車両 伊予市 しもなだ運動公園

グラウンド 

松山市 高井の里 

キ 大洲市（長浜地区） 

避難者は長浜コミュニティセンターにて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布

を受け移動した。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

長浜コミュニテ

ィセンター 

バス 伊予市 しもなだ運動公園

グラウンド 

松山市 愛媛県県

民文化会館 

ク 大洲市（社会福祉施設） 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

清祥会ひまわり 福祉車両 伊予市 しもなだ運動公園

グラウンド 

松山市 ていれぎ

荘 

ケ 伊予市（双海地区） 

避難者はしもなだ体育館にて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布を受け移動

した。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

しもなだ体育館 バス 伊予市 しもなだ運動公園

グラウンド 

松前町国体記念ホ

ッケー公園体育館 
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コ 西予市（下宇和地区） 

避難者は皆田小学校にて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布を受け移動した。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

皆田小学校※ バス 内子町役場内子分庁舎 久万高原町 久万

町民館 

※ 下宇和地域づくり活動センターで屋内退避を実施後、徒歩で皆田小学校に移動し

た。 

サ 内子町（黒内坊地区） 

避難者は黒内坊集会所にて、安定ヨウ素剤（模擬）の配布を受け移動し

た。 

避難元 移動手段 避難退域時検査（経由地） 避難先 

黒内坊集会所 バス 内子町役場内子分庁舎 砥部町 ひろた交

流センター 

 

（４）評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 一時移転の意思決定訓練 

ア ＯＩＬ防護措置実施資料作成に関する対応 

・ ２９日に行われた一時移転の意思決定に係るブラインド訓練において、

指定された対象区域に対して、愛媛県災害対策本部と適切に連携して

住民の情報等を確認、関連地方公共団体との質疑応答のうえ、ＯＩＬ

防護措置資料の作成を行い、合対協全体会議において確認した。 

② ＵＰＺ内一部住民の一時移転訓練（実動訓練） 

ア 小名地区集会所での迅速な屋内退避 

・ ３０日８時５５分、小名公民館では自治会長主導で避難住民３名に対

して屋内退避の手順や注意事項を読み上げ、分かりやすい説明が行わ

れていることを確認した。説明を受け、全員が「手洗い」「うがい」を

行い、外気取り込み防止により窓の施錠と窓枠の隙間を養生テープで

目張り、完了後に備蓄品の確認といった一連の屋内退避手順が円滑に

行われたことを確認した。 

イ 下宇和地域づくり活動センターにおける対応 

・ 指定避難所である下宇和地域づくり活動センターでは地震による家屋

倒壊を想定した屋内退避訓練が実施された、下宇和地域づくり活動セ

ンターでは受付後、西予市職員による「原子力防災の基礎知識」講習

会が開かれた後、住民に養生テープを使用した外気の遮断を実際行っ

てもらうなど住民の理解を深める活動が行われていた。 

・ 下宇和地域づくり活動センターに屋内避難している住民が防災行政無

線により一時集結所である皆田小学校に避難を行った。安定ヨウ素剤

に関する動画を視聴後、問診票の記入、安定ヨウ素剤の配布まで受付

作業が円滑に行われていた。また、「安定ヨウ素剤を希望するか迷って

いる」「妊婦なので胎児に影響がないか不安がある」という想定の住民

へ対応する訓練を実施していることを確認した。
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ウ 久万町民館における避難者対応 

・ 広域避難所である久万町民館では、避難住民を乗せたバスが到着後、

西予市職員の先導により受付・問診と実施した。問診においては長距

離移動の住民へ優しい声掛けと移動での体調確認等も行っていた。ま

た待機会場には防災テント・段ボールベット・ミストバス・トイレ等

の展示も行っており住民に対し避難生活の理解を深めることができて

いた。また、西予市職員、久万高原町職員間の住民の引継ぎが円滑に

行われていることを確認した。 

エ 大洲市職員の避難者対応 

・ 避難住民をバスや避難所に誘導する際に、先頭と最後尾に職員を配置

し、先頭職員は白旗をもっており、遠くの位置でも先頭の職員がどこ

にいるのか確認できるようになっていた。また、拡声器を使い避難住

民に指示が行き届くよう処置されていた。 

・ 避難退域時検査のバス車内において、大洲市職員から今どのような検

査が行われているのかの説明や、汚染があるかないかなどの今の検査

の状況を避難住民に説明が行われていた。また、避難住民からの随時

の質問に対し適切に対応されており、大洲市職員の原子力災害はもと

より訓練内容に関する理解度の高さが確認できた。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】（実動訓練のみ） 

① 防災行政無線について 

・ 大洲市では、８時３０分、９時、１０時に防災行政無線による放送が実

施されたが、長浜コミュニティセンターの室内では聞こえづらく、放送

の内容を把握するためには外に出て聞く必要があった。放送内容の構内

での再放送や防災行政無線を受信できるラジオ等の設置による処置が望

まれる。 

 

２．２．９ 安定ヨウ素剤緊急配布訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

訓練２日目及び３日目、原子力緊急事態宣言後、原子力災害対策本部からの

避難指示を受け、ＰＡＺ及び予防避難エリア等地域内の住民避難を実施する際、

安定ヨウ素剤の緊急配布指示を行った。また、ＯＩＬ２基準値を超える地域の

発生に基づき、ＵＰＺ内一部住民の一時移転等を実施する際、住民への安定ヨ

ウ素剤の緊急配布を行った。（資料２６参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、内子町、一般社団法

人愛媛県薬剤師会、ＪＣＨＯ宇和島病院 等

 

（３） 実施概要 

訓練２日目、ＰＡＺ内から避難する住民に対し、一時集結所等において安定

ヨウ素剤の事前配布を受けていない住民への緊急配布を行った。また、訓練３
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日目、ＵＰＺ内から一時移転する住民に対し、一時集結所、避難退域時検査場

所において、緊急配布を行った。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 安定ヨウ素剤の緊急配布 

・ 一時集結所である白浜小学校において、職員から避難住民に対して安定

ヨウ素剤の配布を実施した。問診票の記入スペースでは、安定ヨウ素剤

の効果や服用するタイミング、副作用、注意事項等が記された説明資料、

聴覚障がい者に対応できるよう説明内容の文字起こし資料等が併せて添

付されており、避難住民に配慮された資料になっていた。 

 

２．２．１０ 避難退域時検査・簡易除染訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

訓練３日目、ＯＩＬ２の判断に基づき、ＵＰＺ内一部住民の一時移転を実施

する際、避難経路上に避難退域時検査等場所を設置し、避難用車両及び住民の

避難退域時検査並びに簡易除染を行った。 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、内子町、四国電力株

式会社、陸上自衛隊、公益社団法人愛媛県診療放射線技師会、国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構、市立宇和島病院、ＪＣＨＯ宇和島病院 等 

 

（３） 実施概要 

訓練３日目、ＵＰＺ内から一時移転等してきた住民が乗車する車両に対し検

査を実施し、一部に基準を上回る放射性物質の付着を確認した想定により、車

両を簡易除染するとともに、当該車両に乗車する住民に対するサーベイメータ

による検査を実施し、基準を上回った想定により、簡易除染を行った。（資料５

５） 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 宇和島市南楽園における避難退域時検査・簡易除染 

・ ３０日１１時３２分、南楽園に到着後にバスの汚染が確認された想定で、

住民の代表者１名が降車し検査を行った。測定の見学のため、乗車住民

全員が降車し、サーベイメータでの測定を見学した。駐車場で愛媛県の

委託担当者から避難退域時検査について、チラシを使っての説明会を開

催し、検査の概要や検査手順が住民に適切に説明されたことを確認した。 

・ 避難退域時検査の説明の際、拡声器を使用して住民全員に対して聞こえ

るように説明していた。これにより、住民が検査の概要や手順などの理

解が深まると思われる。

② しもなだ運動公園における避難退域時検査・簡易除染 

・ しもなだ運動公園で行われた避難退域時検査・簡易除染訓練は、伊予市、
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大洲市、八幡浜市からの避難バス及び福祉車両に対し、車両及び住民検

査、簡易除染、通過証の配布までの一連の手順が円滑に行われている事

を確認することができた。また、原子力緊急時支援・研修センターから

移動式体表面測定車を配置し、代表者検査を待っている住民に対し体験

してもらっており、訓練参加住民へ向け、原子力災害時における検査、

除染の知見を深めてもらう活動を行っていることを確認できた。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 車両確認検査のスペース 

・ 車両確認検査・除染場所が同じ場所に位置されており、除染作業はブル

ーシートが敷かれた場所で実施されていた。ブルーシートが敷かれた場

所が 1 か所のみとなっているため、避難車両が多く到着した場合、除染

待ちで渋滞することが予想される。避難車両が多く到着した場合を想定

し、除染待ちの車両を待機する場所の確保が必要と思われる。 

② 対応要員の防護対策 

・ 住民検査スペースに住民を誘導する職員が防護服を着用しておらず、汚

染のリスクがあった。また、責任者等からの着用の指示もなかった。避

難住民が汚染されていた場合、汚染拡大のリスクがあるので、検査員同

様に防護服の着用が望ましい。 

 

２．２．１１ 原子力災害医療訓練 

（１） 訓練概要 

施設敷地緊急事態発生後、不測の事態に備え、国が備蓄する安定ヨウ素剤の

輸送を実施した。また、ＥＲＣ、ＯＦＣ及び県災害対策本部間で原子力災害医

療派遣チームの派遣調整について情報共有を行った。 

 

（２） 訓練参加機関 

内閣府、愛媛県、広島大学、市立八幡浜総合病院、市立大洲病院、愛媛県中

央病院、愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院、市立西予市民病院、八幡

浜地区施設事務組合消防本部、四国電力株式会社 等 

 

（３） 実施概要 

警戒事態において、ＥＲＣチーム医療班は地方公共団体に対し、国が備蓄す

る安定ヨウ素剤の受入れの要否及び輸送先の確認を行った。 

施設敷地緊急事態において、ＥＲＣチーム医療班は内閣府に対し、受け入れ

要請のあった関係地方公共団体へ、国が備蓄する安定ヨウ素剤の輸送実施を要

請した。内閣府は要請を受けて輸送を実施し、輸送先において受け渡し作業を

実施した。 

愛媛県災害対策本部から原子力災害医療・総合支援センター（広島大学）へ

原子力災害医療派遣チームの派遣要請を行い、原子力災害医療・総合支援セン

ターは派遣調整結果について県災害対策本部、ＥＲＣ及びＯＦＣとの間で情報

共有を行った。
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（４） 評価結果 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 汚染傷病者の医療情報の扱い 

・ 傷病者の個人情報や医療情報等の個人情報の取り扱いについて、状況錯

綜下における漏洩のリスクを認識すべきである。汚染状況や措置といっ

た医療情報の発表は受け入れ医療機関に任せる等も含め検討が必要であ

る。 

 

２．２．１２ 物資調達・供給訓練 

（１） 訓練概要 

避難所等における物資需要を把握し、食料・水等の調達・供給訓練を行った。 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、伊方町、松前町、公益社団法人愛媛県トラック協会 等 

 

（３） 実施概要（実動訓練） 

愛媛県トラック協会と連携し、避難所への備蓄物資搬送を実施した。（資料５

６） 

 

２．２．１３ 交通規制・警戒警備訓練 

（１） 訓練概要（実動訓練） 

住民等の安全な避難と緊急時通行車両等の通行路を確保するため、伊方発電

所周辺への愛媛県警察による交通規制を実施した。 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県警察 

 

（３） 実施概要 

① 交通規制等 

住民避難実施時に交通整理・誘導対策等を実施した。

 

２．３ 原子力事業者が参加主体となる訓練 

２．３．１ 対策本部運営訓練 

（１） 訓練概要 

地震や発電所設備の故障等の発生に伴い、四国電力本店（香川県高松市）、同

原子力本部（愛媛県松山市）、同東京支社（東京都千代田区）及び伊方発電所（愛

媛県伊方町）内に、それぞれ災害対策本部（高松）、災害対策本部（松山）、災害

対策本部（東京支社）及び伊方発電所災害対策本部を開設した。また、四国電

力本店、原子力本部及び伊方発電所のそれぞれの災害対策本部等内に併せて原

子力施設事態即応センター（以下「即応センター」という。）及び緊急時対策所

（以下「緊対所」という。）を設置し、緊急事態応急対策を指揮するとともに、

ＴＶ会議等を活用し、緊対所と即応センター、即応センターとＥＲＣとの間で
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継続的な情報共有を図った。（資料５７－１参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社、原子力規制委員会 愛媛県 等 

 

（３） 実施概要 

① 伊方発電所 

ア 緊対所の設置・運営 

総合事務所建屋内の緊対所にて状況が開始されたが、今後の事象進展を

見据えて、３２ｍ緊対所へ徒歩移動して再集合した。３２ｍ緊対所におい

て、原子力事故等の進展予測を踏まえた事故拡大防止対策等を決定すると

ともに、災害対策本部に対しプラント状況及び重大事故対策に関する情報

共有を緊急時対策支援システム（以下「ＥＲＳＳ」という。）やＴＶ会議等

により行った。 

② 原子力事業者本社 

ア 即応センターの設置・運営 

災害対策本部（松山）内に設置した即応センターにおいて、情報共有に

必要なＴＶ会議やＥＲＳＳ等を立ち上げ、緊対所からの情報収集を行うと

ともに、これらの情報の即応センター内への周知、緊急事態に応じた即応

センターにおける必要な指示（原子力事業所災害対策支援拠点（以下「災

害対策支援拠点」という。）の設置、他原子力事業者への支援要請、プレス

資料の作成など）及び各機能班からの報告等の活動を実施した。 

イ ＥＲＣチームプラント班との情報連携 

緊対所及び即応センターで整理したプラント状況（主要時系列、緊急時

活動レベル（以下「ＥＡＬ」という。）や、該当事象の通報状況、事象発生

状況）等について、ＴＶ会議及び書画カメラによる画像情報を利用し、即

応センターのＥＲＣ対応要員がＥＲＣチームプラント班との情報共有を実

施した。 

ウ 他事業者への協力要請 

原災法１０条事象発生に伴い、他原子力事業者へ事象の状況を共有する

とともに、原子力事業者間の協力協定に基づき、対応への協力要請を実施

した。 

エ ＥＲＣチーム医療班との情報連携 

伊方発電所において放射性物質汚染を伴う傷病者が発生した際、傷病者

の状態や医療機関への搬送等について、統原防ＦＡＸや電話を利用し、情

報共有を実施した。

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 発電所 

ア 緊対所における活動 

・ 総合事務所建屋内の緊対所から３２ｍ緊対所への移動に際して、総括

や各班長等による移動要領や人員掌握等の的確な指示により、速やか
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な体制の移行がされていた。 

・ 発災事象に応じた体制の発令・確立、プラント状況の収集、通報連絡、

即応センターへの情報共有及び特定重大事故等対処施設も考慮した事

故収束に向けた活動を確実に実施していた。 

イ 事象の進展に対する判断、報告及び情報共有 

・ 最新のプラント状況の把握により正確で迅速な事象評価を行い、事象

緩和のため有効な対策を立案し、復旧対策を決定していた。 

・ 定期的なブリーフィングを実施し、適切に認識共有を図っていた。 

・ 運転班及び調査復旧班をはじめ各機能班からのマイクを使用した適宜

の必要情報の発信により、確実な情報共有・意思疎通が行われていた。 

ウ 情報の収集と提供のための資機材等の有効活用 

・ 情報共有の手段として「原子力災害情報システム（時系列システム）」

を運用し、状況認識の統一に有効活用していることを確認した。 

・ 発災状況等の必要な情報を整理し、原子力災害情報システム等の活用

により緊対所内及び即応センター等との確実な情報共有を図った。 

エ 要員への勤務要領の適宜の指示 

・ 地震発生後一定時間過ぎた後に、緊対所要員へ余震に備えをした上で

のヘルメット脱帽許可により、勤務の負荷の軽減がされていた。また、

活動開始約４時間後、要員の体調確認や勤務交替ローテーションの検

討指示等の長期間対応を見据え考慮がされていた。 

② 原子力事業者本店等 

ア 即応センター、各災害対策本部の運営 

・ 即応センターにおいては、プラント状況、事故の進展予測と事故収束

戦略、進捗状況等について、即応センター内で適宜ブリーフィングに

より遅延なく共有していたほか、ＥＲＣ及び愛媛県庁と密接に情報の

連携を行っていた。 

・ 災害対策本部（高松）及び災害対策本部（東京支社）では、発電所から

の情報の本部内での共有のほか、それぞれ社外関係個所等との円滑な

連携を行っていた。 

イ ＥＲＣとの情報共有 

・ ＥＲＣチームプラント班が必要とするプラント状況、事故の進展予測

と事故収束戦略、進捗状況等の問い合わせを待つことなく、積極的に

共有していた。 

・ 速報情報と追加情報を明確に区別した情報連携がされており、ＥＲＣ

が認識しやすい情報伝達が実施できていた。 

ウ 原災法１０条確認・１５条認定会議 

・ 災害対策本部（松山）本部長が発生した事象や判断時刻、事象進展予

測、事故収束戦略について適切かつ簡潔に説明していた。 

 

２．３．２ 通報連絡訓練

（１） 訓練概要 

地震や発電所設備の故障等のＥＡＬ該当判断に伴う原子力事故等の状況につ

いて、社内及び社外関係機関への通報連絡を行った。 
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（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社、原子力規制委員会、愛媛県、松山市、今治市、宇和島市、

八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、

上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南

町、山口県、上関町 等 

 

（３） 実施概要 

プラントの事象進展、被害状況等を把握し、警戒事態該当事象、原災法第１

０条事象及び原災法第１５条事象等の通報文並びに原災法第２５条規定に基づ

く応急措置の概要を記載した報告文について、社内外関係機関へのＦＡＸによ

る一斉送信、着信確認等を実施した。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 社内外関係箇所への通報・連絡 

・ 緊対所は、プラントの事象に応じて適切に社内外の関係機関へ警戒事態

該当事象、原災法第１０条事象及び原災法第１５条事象等の通報連絡を

行うとともに、約４分でＦＡＸ送信等の処置を完了した。 
・ 確実なＦＡＸ送信手順の実施により、宛先や様式を間違うことなく、全

て目標としていた時間内に実施していた。 

 

２．３．３ 消火訓練 

（１） 訓練概要 

発電所構内での火災発生に伴い、発電所の要員による消火活動を行った。（資

料５７－２） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社 等 

 

（３） 実施概要 

発電所構内の非管理区域（雑個体処理建屋付近）における火災に対して、消

防実機材を使用した模擬放水による消火活動を実施した。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 消火活動全般 

・ 非管理区域火災に伴う通報・連絡、消防班各機材の配置は適切に行われ

ており、消防班長の明確な指揮の下、整斉とかつ円滑に消火活動が実施

されていた。

② 的確な関係機材等の状況把握 

・ プラント消火設備の故障、駆動電源の有無等の的確な状況把握により、

速やかな代替消火手段の検討及び情報共有がなされていた。 
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【改善すべき事項及び今後の対策】 

① 消火活動における安全管理 

・ 活動当初のポンプ車等周辺での人員や機材の交錯場面が多い状況におい

て、作業者が折り畳み脚立により車両荷台から降りる際、脚立の設置状

況の確認不足により作業者が脚立ごと転倒した。 
予測される事象に対する作業者自らの安全確認と全般指導をする者の確

実な安全管理が必要である。 
 

２．３．４ 原子力災害医療訓練 

（１） 訓練概要 

発電所構内で発生した傷病者に対する応急処置及び放射性物質による汚染を

伴う傷病者に対する汚染除去等の応急処置並びに関係機関と連携した医療機関

への搬送のための構外搬送等を行った。（資料５７－２参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

愛媛県、四国電力株式会社、公益財団法人原子力安全研究協会 等 

 

（３） 実施概要 

訓練１日目は、地震発生直後、固体廃棄物貯蔵庫での放射性物質汚染を伴う

傷病者発生に連続したタービン建屋での傷病者発生への対応を実施した。２日

目は、施設敷地緊急事態下において、２号原子炉補助建家での放射性物質汚染

を伴う傷病者発生に対する原子力安全研究協会オンサイト緊急時医療チームと

連携した対応を実施した。両日とも、汚染除去等の応急処置を発電所構内で実

施した後、関係機関と連携し、原子力災害拠点病院への搬送のための中継地点

までの搬送等を行った。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 傷病者への処置 

・ 汚染を伴う傷病者に対する応急治療に関する優先順位を速やかに定め人

員を配置し、班長の指揮の下、受傷部位の処置及び除染等が円滑に実施

されていた。また、傷病者への適宜の声がけが行われていた。 

② 関係機関との連携等 

・ 愛媛県災害医療対策部に対し、傷病者の搬送先に関しての調整要請等は、

適宜行っていた。また、原子力安全研究協会に対し、警戒事態における

派遣待機の要請及び施設敷地緊急事態下におけるオンサイト緊急時医療

チームの出動要請は、的確に行っていた。

・ 施設敷地緊急事態下において派遣された原子力安全研究協会オンサイト

緊急時医療チームと事業者の医療チームは、医療処置及び汚染管理にお

いて円滑な連携を行っていた。 

③ 関係機関への情報共有・要請等 

・ 応急処置エリアについて、スクリーニング等を行う「ホットエリア」と
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汚染が疑われる衣類を脱衣する「脱衣エリア」等、放射性物質による汚

染状況に応じて処置が行うことができるエリアに区分されていた。 

 

２．３．５ 事故収束訓練 

（１） 訓練概要 

施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の発生に伴い、発電所が保有する重大事

故等対処設備を活用した事故拡大防止措置を行った。（資料５７－２参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社 

 

（３） 実施概要 

事故拡大防止措置として、緊対所の停電に備えた発電機の準備を行った。ま

た、通常閉止されている配管を接続し格納容器再循環ユニットへ中型ポンプ車

により通水する準備を行った。配管接続訓練は、緊急時対応訓練室のモックア

ップ設備により行った。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 発電機準備作業時の不測事態対応 

・ 緊対所発電機準備作業において、絶縁抵抗計が使えない事象が発生した

が、速やかに代替の計器を準備し、対応することができた。 

② ディスタンスピースの取り付け作業 

・ 指示役が手順書に基づき指示をし、２名の作業員も声を掛け合いながら

確実な作業に心掛けて実施しており、作業後のディスタンスピースやフ

ランジシート面に異常がない的確な作業が実施された。 

 

２．３．６ 原子力事業所災害対策支援拠点運営訓練 

（１） 訓練概要 

災害対策支援拠点の設置、運営を行い、即応センター等との情報共有を行っ

た。（資料５７－３参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社、原子力規制委員会 等 

 

（３） 実施概要 

発電所の後方支援を目的とした原子力事業所災害対策支援拠点（愛媛県松山

市）の選定、設置及び運営を行うとともに、即応センター等との情報共有や発

電所後方支援に関する社内及び関係機関との情報連携を行った。

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 原子力事業所災害対策支援拠点等の設営 
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・ 発災３～４日後を想定し、災害対策支援拠点及び前線拠点を選定、資機

材を輸送し速やかに設営及び運営を実施した。 

② 通信連絡設備を用いた情報入手・情報共有 

・ 災害対策支援拠点内に設置した指揮所において、ＴＶ会議や原子力災害

情報システムによりプラントの状況を入手し、指揮所内で的確に共有さ

れていた。 

・ 社内システムを用いて指揮所と前線拠点の間で活動状況の共有を的確に

実施していた。 

③ 原子力事業所災害対策支援拠点に派遣された社内外関係機関との情報共

有・情報連携 

・ 原子力規制庁から派遣された職員へ、プラント状況や発電所支援に関す

る情報共有が適切に図られていた。 

④ 前線拠点の運営 

・ 前線拠点における入退域のための車両誘導から、車両指定箇所検査場所

等への誘導、人及び車両の指定箇所検査等、簡易除染及び入退域手続き

まで一連の手順を確実に実施していた。各検査場所等においては、看板

等により場所や経路が示されていたほか、各場所の移動に際しては要員

による案内が行われており、円滑に運営されていた。 

 

２．３．７ 原子力事業者支援連携訓練 

（１） 訓練概要 

原子力災害時における原子力事業者間の協力協定等の取決めに基づき、施設

敷地緊急事態発生に伴う要員派遣や資機材提供の支援要請連絡、原子力緊急事

態支援組織から提供を受けた資機材の発災発電所への輸送等を行った。（資料５

７－３参照） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力ホー

ルディングス株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式

会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社、日本原子力発電株式会社、電源

開発株式会社、日本原燃株式会社、美浜原子力緊急事態支援センター、海上自

衛隊 

 

（３） 実施概要 

原子力災害時における原子力事業者間の協力協定等に基づき、他の原子力事

業者への情報連絡、要員派遣や資機材提供に関わる情報提供・支援要請の連絡

を行った。また、原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定に基づき、

美浜原子力緊急事態支援センターへの情報連絡、遠隔操作資機材の発災発電所

への輸送のための海自艦艇への搭載等を行った。 

さらに、発電所内において、他事業者の電源車と連携した電源供給に伴うケ

ーブル接続作業を行った。

 

（４） 評価結果 
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【良好な事項及び助長策】 

① 支援要請 

・ 原災法第１０条に該当する事象の発生後、協定先への情報共有及び状況

を踏まえた要員、資機材等の支援協力要請を速やかに実施していた。 

② 避難退域時検査における協力 

・ 原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づき、発災事業者か

らの要請により、他原子力事業者が要員を派遣し、検査協力を実施して

いた。 

③ 原子力緊急時支援組織との遠隔操作資機材の輸送連携等 

・ 美浜原子力緊急事態支援センターへ要員及び遠隔操作資機材の支援協力

要請を行った。過酷な状況下を想定し、ドローンによるがれきや被害状

況確認、大型無線操縦重機によるがれき撤去、小型ロボットによる弁の

開閉操作など、遠隔操作資機材を活用した実践的な訓練を実施した。 

・ 各遠隔操作資機材の発災発電所への輸送を想定し、海自と連携した艦艇

への各機材の搭載及び卸下等を円滑に行った。 

④ 中国電力電源車からの電源接続 

・ 中国電力支援要員と協力し、定められた共通手順書に基づき発電所の電

源接続盤までのケーブル敷設等を円滑に実施した。 

・ 中国電力及び四国電力による混成チームでは、互いに声を掛け合うなど

チームワークは良好であり、作業中における安全性も確保されていた。 

・ 中国電力と四国電力で接地線接続箇所や接続ケーブルの色別表示に相違

があったが、事前に作業のポイントを共有することにより、確実な作業

が実施できていた。 

 

２．３．８ 緊急時モニタリング訓練 

（１） 訓練概要 

緊対所からの指示に基づく必要なモニタリングポイントへの測定機器の配備

及び測定結果について緊対所へ連絡を行った。（資料５７－２） 

 

（２） 訓練参加機関 

四国電力株式会社 

 

（３） 実施概要 

緊対所からの指示に基づく発電所敷地内の必要なモニタリングポイントへの

測定機器の配備、放射線量率等の測定及び緊対所への連絡を実施した。 

 

（４） 評価結果 

【良好な事項及び助長策】 

① 可搬型モニタリングポスト等による放射線量の測定 

・ 加圧判断用モニタリングポストおよび可搬型モニタリングポストの設置

及び測定を迅速に実施しており、測定結果については技術支援班（放管）

へ速やかに情報共有されていた。
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３ 訓練方法の評価結果 

本年度の原子力総合防災訓練の訓練方法の評価結果は、以下のとおり。 

 

３．１ 訓練方法の評価の重要性 

防災計画、緊急時の対応体制及び関係マニュアル等（Ｐｌａｎ）の継続的な改善

（Ａｃｔｉｏｎ）につながる課題や教訓を訓練の評価（Ｃｈｅｃｋ）によって抽出

するためには、訓練（Ｄｏ）の内容や方式が、より実践的で質の高いものとなるよ

う、訓練方法の評価は重要である。 

このため、原子力総合防災訓練の評価においては、訓練方法の評価も行った。 

 

３．２ 訓練方法の評価結果 

訓練方法の評価を行った結果、訓練全体の企画等に係る事項及び個々の訓練項目

に係る確認事項を整理した。 

 

３．２．１ 訓練全体の企画等に係る事項 

【良好な事項及び助長策】 

（１） 訓練企画 

・ 限定された訓練時間に様々な要素を取り込み、中央から現地におけるマニ

ュアル等に規定される一連の対応手順を確認するためには良い訓練であっ

た。また、愛媛県計画訓練においても、地理的制約の中、実動組織と連携

した避難訓練や、ドローン等機材の実地確認により、既存計画の有効性を

確認することができた。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

（１） 自然災害下における実動組織の活動想定の不足 

・ 訓練は、自然災害（震度７）に起因する原子力施設における不具合が発生

したというシナリオであったが、自然災害（震度７）に対応する実動組織

の活動想定が十分ではなく、関係機関間の連携要領、現地における役割分

担や優先順位に係る総合調整などの実効的な演練が行われなかった。自然

災害に対応している部隊や人数等の細部状況をシナリオに含めるとともに、

県災害対策本部にも同様の状況付与を合わせて行うことにより、各実動機

関間の役割分担や優先順位の総合的な調整が可能となる。 

 

（２） 原子力災害対策指針の改正内容の検証 

・ 令和７年１０月に一部改正された原子力災害指針における屋内退避の継続

又は解除の指示に関するシナリオが、本訓練において付与されなかった。

訓練時間の制約等により本訓練での実施は見送られたものであるが、屋内

退避の継続又は解除の判断は、ＯＩＬ２に係る一時移転の検討と密接に関

連するため、同時に演練することにより実効性を検証する必要がある。

 

（３） 訓練機会の有効的活用 

・ 事態の進展に応じて活動する部署や機能班等が限られており、個々の機能

に対するシナリオ状況の付与もないため、ＥＲＣやＯＦＣの一部の機能班
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においては、諸活動が停滞している場面が見受けられた。原子力総合防災

訓練は、ほぼ全ての原子力災害対策に関わる機関等が演練できる機会であ

るが、対象を一地域に選定するため、現地要員の参加機会は極めて限定さ

れている。訓練日程の延長も含めた実質的な訓練時間の確保並びに訓練時

間を効果的に活用した個別の機能に対する状況付与等の充実により、限ら

れた訓練機会を有効に活用する方策が必要である。 

 

３．２．２ 個々の訓練項目に係る事項 

【良好な事項及び助長策】 

（１） 国要員輸送の新たな試み 

・ 本年度の国要員輸送の訓練については、現地空港の事情等の様々な制約か

ら中型輸送機における高官等のみに焦点を当てた訓練となったが、従来の

訓練での大型輸送機しか選択肢になかった状況から、中型機の使用という

柔軟かつ新たな選択肢を見出すことができたことは有益である。 

 

【改善すべき事項及び今後の対策】 

（１） 逐次参集想定の与え方と演練効果の不足 

・ 逐次参集においては、各要員の参集完了までにかかる時間が長いため、各

班の最初に到着した要員がほぼ全ての初動の業務を実施した。このため訓

練機会が偏り、到着順に役割を柔軟に割り振り対応するという本来の演練

効果が十分得られなかった。演練効果を最大化するためには、参集時間に

応じたシナリオの進捗や訓練可能時間の延長等の訓練設計が必要である。 

 

（２） 複合災害時における緊（非）対本部との合同オペレーション 

・ 今年度の原子力総合防災訓練は、５年ぶりに内閣府中央合同庁舎８号館に

非常災害対策本部事務局（事案対処部門）を設置して行われた。今回の訓

練においては、関係省庁からの多くの参集者が十分に活動できるような訓

練シナリオとはなっておらず活動そのものが低調であった。原子力施設に

被害を及ぼすような自然災害発生下において、非常災害対策本部事務局（事

案対処部門）との合同オペレーションの蓋然性は十分に高いことから、今

後とも継続するとともに、関係省庁から参集する要員が十分に活動できる

ような訓練シナリオを検討する必要がある。

 

４ 外部専門家による提言等 

外部専門家による評価結果については、本節の第１項から第３項のそれぞれの評価

結果にも含めて整理しているが、本項では、各訓練項目等に捉われず、今後、更なる

緊急時対応能力の向上を図るための目標検討等に際し、参考とすべき原子力総合防災

訓練全体への専門的視点に基づく提言等について取りまとめた。（資料９参照） 

 

４．１ 訓練全般への提言等 

４．１．１ 自然災害対応を考慮した総合防災訓練の計画について 

今回の防災訓練の対象とする事象は、例年通り地震災害発生時の防災訓練であ

る。訓練においては、前年までの訓練総括を基に、自然災害対策本部との連係等
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も設定したり、地震発生からＯＦＣへの現地対策本部要員の集合時間等設定した

りする等の一定の改善が見られる。 

一方、地震発生時の避難対応において大きな課題になっている以下の事項等に

ついては、訓練において考慮されておらず今後の課題が残っている。 

・地震が発生した現地の情報収集等の混乱の反映 

・自然災害対応と原子力防災対応の関係についての対応の整合性の検討 

・地震発生時のオンサイトに発生する事故、火災等や発電所外からの応援の実

効性の問題 

 

４．１．２ ブラインド型訓練について 

今年度の訓練のようなシナリオ提示型訓練は、訓練参加者がマニュアルに定め

られた手順や業務の流れ等を確認するためには効果的であると思うが、災害対策

本部活動の実践対応能力を向上させるための訓練としては、あまり効果的とは言

えない。各拠点の一部機能が参加したブラインド型訓練に、より多くの機能班が

参加すべきと思料する。 

 

４．２ 拠点等ごとの確認結果からの提言等 

４．２．１ 官邸・内閣府及びＥＲＣ 

（１） 内閣府の活動 

大臣室も副大臣室もテレビ会議システムが脆弱で、居室も狭く、活動環境と

しては十分な状況ではない。また、長期の対応する居室としては狭すぎるため、

実際の対応には堪えられない可能性がある。このような執務環境や人員の分散

を考えると、官邸やＥＲＣのスペースの問題があるかもしれないが、東京の本

部機能を官邸、内閣府とＥＲＣの３拠点とすることが有効であるとは考えづら

い。内閣府での活動の意味づけを明確にして、構想されている防災庁の設立等

にも合わせて、機能の統合を検討する必要がある。 

 

（２） 高強度被害下の現地情報に基づくＥＲＣ活動 

震度６強以上の地震が発生した場合は、通信の多くが途絶し、情報が入らな

いばかりか、オンラインでのみ情報を共有するなどはあり得ない。情報は入っ

てこないものだと覚悟して対応に当たるべきである。そのようなリアルな状況

設定で訓練し、情報の共有、連携・調整、状況判断・意志決定など、予想外を処

理する能力、組織の壁を越えてマネジメントする能力などの要素を鍛える訓練

を実施していくことにより、実災害におけるＥＲＣの指揮・統制する立場であ

る班長等の実践対応能力の向上が図られるものと思料する。 

 

４．２．２ ＯＦＣ 

（１） ＯＦＣの体制 

原子力防災対応の仕組みとしてＯＦＣが設置され合対協が組織される事とさ

れているが、東電福島事故時の状況がそうであったように複合災害時の対応環

境を考えると要員の参集も極めて困難と考えるべきである。一方、防護措置に

係る意思決定は中央で行う事とされており、関係機関の情報共有に必要なシス

テム等も整備されている事を考え合わせると、従来の一堂に会して国、関係自
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治体間の情報共有を行う仕組みそのものが実効的であるかを検討していく事も

必要と思われる。一方、ＯＦＣの立地環境を考えると、現地での実務活動が求

められる緊急時モニタリング、原子力災害医療、住民避難に係る実動組織活動

等のための活動拠点として特化していく事も考えられる。 

 

（２） 可視化情報の有効活用 

住民安全班、実動対処班では、それぞれ防護措置検討の基礎データである道

路情報、港湾情報等を地図に落とす等して検討を進めていた。また、必要に応

じて両班で協議が行われる場面も見られた。災害時にはヘリ、ドローン等によ

る映像情報も含め様々な情報が収集されるが、現状では一部の組織内にそれら

情報が留まり有効に活用されていない様にも思われる。 

これらの情報は住民の避難行動時の安全確保の取り組み、道路損壊箇所の復

旧活動に有効に活用される事が望ましいことから、例えば住民防護策を検討す

る関係者が、活動場所が県災害対策本部とＯＦＣと物理的に離れた場所であっ

ても情報としては同じレベルの可視化情報として共有し議論しあえることがよ

り実効的であると思われることから、システム的な面も検討し可視化情報を有

効活用していく事が必要と思われる。 

 

４．２．３ ＥＭＣ 

（１） 警戒事態における環境モニタリング 

警戒事態におけるＥＭＣ設置前、県原子力センターでは、欠測ＭＰに対して、

道路損壊の修復、津波警報解除後に可搬型ＭＰが配備できるように資機材の準

備、並びに要員の確保、指名等の派遣準備が行われていた。また、近接ＭＰと

して事業者のＭＰが評価の参考になるとのことであった。愛媛県地域防災計画

（原子力災害対策編）資料編には、近傍のＭＰがグルーピングされており欠測

が生じた際はそのグルーピングされたＭＰが評価の参考になるような指定がな

されていた。道路損壊や津波警報等により可搬型ＭＰの設置ができない場合の

評価には良い考えであると思われる。 

 

（２） ＥＭＣの運営 

施設敷地緊急事態において、上席放射線防災専門官がＥＭＣ長となる原子力

規制庁職員の現地到着までの間、ＥＭＣ長の代理として的確な指揮を執った。

また、ＥＭＣ長の着任時には、上席放射線防災専門官から欠測ＭＰの状況、道

路損壊に係る代替可搬型ＭＰの配置の状況などを確実に説明し引き継いだ。そ

の後、ＥＭＣ長は、測定分析担当からのＭＰ欠測情報、ＥＲＣチーム放射線班

からの緊急時モニタリング計画に対する測定分析担当への指示書の作成などを

企画調整グループ及び情報収集管理グループを指揮して確実に実施するなど、

適切なＥＭＣの運営を行った。特に事態が進展した場合、ＥＭＣ要員に口頭に

よる周知、状況を説明したことはＥＭＣ長の的確な指揮として高く評価する。 

 

４．２．４ 地方公共団体災害対策本部 

（１） ＥＲＣの方針に対する意見提示 

特に一時移転の検討において、これまでの訓練ではＥＲＣが示す避難方針に
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対する地方公共団体やＯＦＣからの質問や反対意見を述べるとシナリオがなく、

ＥＲＣの方針を受け入れるだけのシナリオとなっていたが、今回の訓練では、

地方公共団体からの質問もあり、訓練全体として進化している面もあった。 

 

４．２．５ オンサイト 

（１） オンサイト訓練全般 

今年度の訓練評価項目で掲げられている「迅速な初動対応活動」、「原子力防

災組織の活動」、「現場における各対応活動」に関しては概ね達成していたと評

価できる。伊方発電所の立地条件も考慮に入れたシナリオ想定も高く評価でき

る。また、各事業所の職員に共通している点は、皆平時より研鑽を積み重ね、

積極的に訓練に参加しており、体制は多少異なるものの職員の練度としては高

いレベルを維持しているとの印象を強く持っている。今回、諸外国からの見学

者も多数参加していたと推察しているが、職員の練度のレベルの部分に関して

は、諸外国にも誇れる日本ならではの強みであると考えている。引き続き良く

考えられた訓練プログラムを構築して検証を積み重ねて欲しいと願っている。

特に今年度は、新たな試みとしてドローンやロボット等を活用した訓練が実施

され、新しいテクノロジーの社会実装が証明された良い訓練だったと思料する。

（資料５７－３） 
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今後に向けて 

 

本報告書は、令和７年１１月に実施した原子力総合防災訓練について、あらかじめ定め

た訓練の評価要領に基づき、訓練の実施成果として取りまとめたものである。 

今後は、本報告書で取りまとめた訓練の評価結果等を踏まえ、伊方地域原子力防災協議

会における検討を通じた各種計画・マニュアル類の改善等を進めていく。 

更なる原子力防災体制の強化、向上のため、今回の訓練では十分に実施できなかった項

目をはじめ、訓練項目や訓練方法の更なる充実・高度化を図り、原子力防災に係る訓練が、

より実践的な訓練となるよう不断の検討を進めていく。 

 

〇今後取り組むべき訓練内容の例 

・防護措置の判断に必要な自然災害による被害状況把握の更なる迅速化 

内閣府等の中央の活動において自然災害対応部署との更なる連携の強化を図り、迅

速かつ実効性のある調整等の活動を演練するとともに、中央及び現地において新総合

防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を活用した災害情報の共有により、状況認

識の向上を図る。 

・現地要員の練度向上に資する訓練時間の確保並びにシナリオの充実 

ほぼ全ての原子力災害対策に係る組織が活動する原子力総合防災訓練の機会におい

て、中央に比し、地域が限定されるために演練の機会が少ない現地要員に対して、訓

練時間の確保及び対応すべき訓練シナリオの増加により更なる練度の向上を図る。 

・原子力災害対策指針の改正に伴う屋内退避に係る指示の検証 

令和７年１０月に一部改正された原子力災害対策指針における屋内退避の継続又は

解除の指示に係る検討について、ＯＩＬ２に係る一時移転の検討の演練とあわせて実

施し、必要な条件や実施時期等の細部の検討項目を検証する。 
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